
2030年度の温室効果ガス排出量削減目標2013年度比▲26%、家庭・業務部門それぞれ約40%、運輸部門で約30%のCO2削減が必要
エネルギー消費サイドである家庭・業務部門の一大ムーブメントを起こすべく、経済界、自治体、NPO等と連携した普及啓発を展開

≪総理指示 ： 国民運動の強化、全国津々浦々に国民運動の展開、環境大臣が先頭に立って推進≫

背景・目的

地球温暖化対策の推進・国民運動「COOL CHOICE」強化事業 平成29年度要求額
2,000百万円（1,700百万円）

期待される効果

事業概要

事業スキーム

（１）地球温暖化に関する危機意識の浸透（500百万円）
（２）国民運動の推進事業（1,500百万円）

ア．低炭素製品への買換促進事業（600百万円）
イ．低炭素サービスの選択促進事業（300百万円）
ウ．低炭素なライフスタイルへの転換促進事業（600百万円）

前年度限りの経費(企業CO2削減ｱｸｼｮﾝ900百万、個人CO2削減ｱｸｼｮﾝ300百万)
委託先 ：民間団体等、
事業期間：平成29年度～（名称変更）法改正等に伴う行動元年

（名称変更以前：平成21年度～）

2015年7月に温室効果ガスを2030年度に13年度比26％削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に
提出し、COP21ではパリ協定が採択された。26%削減目標達成のためには、家庭・業務部門においては
約4割という大幅な排出削減が必要である。こういった状況を踏まえ、本年5月には、国民一人一人の自
発的な行動を促進するため、普及啓発を強化するという国の方針を明示した改正温対法案が成立したと
ころ。また、日本再興戦略2016においても国民運動による低炭素型商品・サービスのマーケット拡大が
盛り込まれた。さらに総理からは地球温暖化対策の推進や国民運動の強化が指示されたことから、経済
界、自治体、NPO等と連携し、地球温暖化対策に対する理解と自発的取組の機運醸成を通じて、低炭素
型の製品への買換、サービスの利用、ライフスタイルなどを促す「COOL CHOICE」（賢い選択）を推進
する。 低炭素社会にふさわしい社会システムへの変革やライフスタイルイノベーションへの展開を促進させるべく、経済界、自治体、NPO等と連携し、気候

変動問題の危機意識醸成や地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」を通じた行動喚起を促すことによって、国民の積極的かつ自発的な行動に
つなげる。具体的には、「 COOL CHOICE 」の認知率を2020年までに50%以上、個人賛同600万人、企業賛同40万団体を得ることに加え、地球温暖化対策
の各種取組（ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ、LED等高効率照明導入、照明の適正な利用、ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ等）を推進させることで約束草案達成を目指す。
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国民運動実施計画 第１期 第２期 第３期

個人賛同2020年までに600万人、企業賛同40万団体

(1)地球温暖化に関する危機意識の浸透
地球温暖化問題を身近に感じさせ、国民一人一人の自主的な行動を促す。

・各界各層に向け、危機意識浸透、温暖化を自分事化する効果的なコンテンツ作成
・気候変動に関する正確な知見の伝達、教育現場での展開（地球温暖化対策コミュ
ニケーターの活用等）

(2)ア．低炭素製品への買換促進事業
・COOL CHOICEの柱である低炭素製品の買換えを促進し、経済的、快適・健康的ﾒﾘｯ
ﾄ等と共に伝え、積極的な行動に繋げる。

（LED等の省エネ製品、エコカー、高断熱高気密住宅の新築・リフォーム等）

(2)ウ．低炭素なライフスタイルへの転換促進事業
・COOL CHOICEの柱である低炭素ﾗｲﾌｽﾀｲﾙへの転換を促進し、ﾒﾘｯﾄ等と共に積極的な
行動に繋げる。(ｼｪｱﾘﾝｸﾞ、自転車の活用、ｱｲﾃﾞｨｱ募集、木材利用、自然共生、資源循環等)

・地温暖化対策計画における低炭素ｱｸｼｮﾝ（ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞなど）の実施率向上

国民運動実施計画の
見直しによる事業展開

地球温暖化対策計画は
2016年決定以降
３年毎に見直し
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(2)イ．低炭素サービスの選択促進事業
・COOL CHOICEの柱である低炭素ｻｰﾋﾞｽへの選択を促進し、ﾒﾘｯﾄ等と共に積極的な行
動に繋げる。 (低炭素物流ｻｰﾋﾞｽの利用、公共交通、ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ「見える化」等)

地球温暖化対策計画における低炭素アクション
（2030年度ｸｰﾙ・ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ100%、LED等高効率照明導入
100%、照度削減率21.3%、ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ25%等）

環境大臣をチーム長としたCOOL CHOICE推進チームで普及啓発
を抜本的に強化するための基本方針や戦略について提言・助言



背景・目的 事業概要

日本の約束草案を達成するためには、家庭・業務部門において約4割という大幅な排出削減が必要で
あり、各地域の民生・需要分野や家庭・個人の積極的な地球温暖化対策への取組が必要。本年5月には、
国民一人一人の自発的な行動を促進するため、普及啓発を強化するという国の方針を明示した改正温対
法案が成立したところ。本事業では、地域の生活スタイルや個々のライフスタイル等に応じた効果的か
つ参加しやすい取組を推進することで、住民の意識改革や自発的な取組の拡大・定着を目指す。具体的
には、温対法を踏まえ、全国温防センター、地域温防センターが実施する事業や地方公共団体と連携し
た普及啓発活動、さらには地域コミュニティが運営する情報媒体を活用した温暖化問題の継続的な情報
発信を支援することで、地域の地球温暖化対策活動を促進させる。また、地球温暖化対策の柱となって
いる国民運動を各地域で推進させるためには様々なステイクホルダーとの連携や人材等が不可欠である
ものの、取組を推進させる環境基盤が十分に整備されていないケースが多いため、有機的な普及啓発・
情報発信に繋ぐことのできる連携体制やネットワークの構築を行う。

（１）全国地球温暖化防止活動推進センター研修・情報発信等業務（88百万円）
（２）地域における地球温暖化防止活動促進事業（280百万円）
（３）地方公共団体と連携したCO2排出削減促進事業（857百万円）
（４）(新)地域コミュニティを活用した地球温暖化対策啓発事業（355百万円）
（５）(新)地域ネットワーク連携体制構築検討業務（20百万円）

地域と連係した地球温暖化対策活動推進事業地域と連係した地球温暖化対策活動推進事業 平成29年度要求額
1,600百万円（ 1,225百万円）

期待される効果

地域の様々な活動主体が連携し、地域の特色に合った温暖化対策の拡大・定着を目的に普
及啓発の大展開を図り、きめ細かな地域単位での取組も促進させることで、地域住民の積極
的かつ自発的な行動につなげ、国民運動の展開とともに着実な日本の約束草案達成を目指す。

(２)地域における地球温暖化防止活動促進事業
地域センターは、地域住民の日常生活に関する温室効果ガスの排出実態や身近
な温暖化対策について指導・言等を行いながら、調査、情報収集、啓発活動等、
地域関係団体との連携等を実施。また、地域の「COOL CHOICE」賛同意識や
きっかけ、実践状況等を調査。

【補助対象 ＜定額補助、
平成24年度～ ＞】

環境省→非営利法人→
地域センター[58箇所]

全国地球温暖化防止活動推進センター
(全国センター)は、地域地球温暖化防止
活動推進センター(地域センター)の統
括・連絡調整を図り、事業に従事する者
に対する研修や地域センターへの指導等
を実施。地域センターの取組み優良事例
を発信。
各地域センターで調査する国民運動
「COOL CHOICE」への賛同意識やきっか
け、取組実践状況等を、日本全国の俯瞰
的な評価と共に地域毎の課題や解決策等
を洗い出す調査を実施。
【委託対象】環境省→全国センター

(１)全国地球温暖化防止活動推進センター調査・情報収集等業務

地域の特色に合った温暖化対策の拡大・定着、情報収集・提供・普及啓発を通じ、家庭・業務部門の効果的な温室効果ガス削減に寄与

(３)地方公共団体と連携したCO2排出削減促進事業
約1,700自治体を対象として、市町村長等が宣言して推進する温暖化対策普及啓
発事業を支援。
【補助対象】＜定額補助、平成28年度～＞
[取組実施：約1,700自治体に対して136箇所] 環境省→非営利法人→市区町村

(４)（新）地域コミュニティを活用した地球温暖化対策啓発事業
地域の積極的な取組もさることながら、住民のマインドに対し
ても行動を起こすための意識改革や自分事化を重層的・波状的
に訴えかける必要がある。地球規模や身近な温暖化の現状、さ
らには国、地域並びに企業の取組等を、地域コミュニティが運
営する情報媒体を活用して継続的に情報発信するで、地域住民
の意識に温暖化問題を浸透させる。
【補助対象】＜定額、平成29年度～＞
[取組実施： 66箇所] 環境省→非営利法人→民間企業等

(５)（新）地域ネットワーク連携体制構築検討業務
26%削減を達成させるためには、地域の積極的かつ自発的な対策や取組の実施が不可欠。地球温暖化対策の柱の１つである国民運動を効果的かつ着実に推進していくため、地方
公共団体（都道府県並びに市町村）、地域地球温暖化防止活動推進センター並びに環境省地方環境事務所の能力や組織力、スキルや人材等を活用し、効率的な対策を全国的に推
進するための連携体制やネットワークの構築方法等について検討する。【委託対象】環境省→民間企業等

地域の点や面の取組を
活用した普及啓発の展開

≪家庭・業務部門の削減に寄与≫

地域の啓発方法検討・
地域C研修

日常生活実態
ｱﾝｹｰﾄ調査・分析

優良事例等取組発信



① COOL CHOICE特設サイト開設支援（電子市場と連携したCOOL CHOICEの推進等）
電子市場事業者が、COOL CHOICE特設サイトを開設し、省エネ性能情報（省エネラベ

ル、BELS）や省エネ性能に伴う経済的メリット等を消費者が利用しやすいよう情報提
供するシステム構築費用を支援する。これにより、消費者が家電製品・給湯器、住宅等
を省エネ性能を選択の尺度とできる電子市場の創出・拡大を図る。
② 中小企業等事業者の電子市場出店等体制支援（電子市場と連携したCOOL CHOICEの推進等）

COOL CHOICE特設サイトを開設する電子市場へ中小企業である小売事業者等が初出店
し、省エネ家電等の販売促進に参画する場合、出店のための初期投資費用の一部支援等、
中小小売事業者等によるCOOL CHOICEマーケット拡大を支援。
③ CO2削減型マーケットの販売・サービス促進支援（低炭素マーケットの促進）

電子市場及び実店舗において、家電の買換・住まいの選択によるCO2削減効果に応じ、
五つ星家電等への買換を販売促進する事業者、BELS三つ星以上の賃貸物件への住み替
えを不動産仲介する事業者の五つ星家電等、三つ星賃貸住宅の販売促進を支援。

背景・目的

省エネ家電等 COOL CHOICE推進事業 平成29年度要求額
9,888百万円（新規）

事業概要

事業スキーム
補助対象：民間団体等 補助率：定額 事業期間：平成29年度～
執行体制：[間接補助] 環境省→非営利法人→民間団体等

○我が国の2030年度26％削減目標達成には、エネルギー消費に伴うCO2排出量を家
庭・業務部門でそれぞれ約４割削減することが必要。その前提は、2030年度までに、
LED照明の100％導入、全世帯で省エネ家電製品への買換、約8割の世帯で高効率給湯
器の導入、新築住宅の100％、既存住宅の30％を省エネ基準適合とすること等である。
○これらを実現するためには、メーカー・販売業者等の供給側への規制措置（省エネ
トップランナー基準等）に加え、メーカー・販売業者等が供給する、よりCO2排出の
少ない高効率な機器等を、消費者が積極的に選択する好循環を生み出し、「低炭素
マーケット」を創出・拡大することが必要。
○そこで、低炭素型の製品、サービス、ライフスタイルを賢く選択する「COOL 
CHOICE」を新しい価値観として定着させながら、効率的に好循環を生み出すインセ
ンティブを供給側に付与する事業を行う。

５星省ｴﾈ家電等製品販売促進
（家電、給湯器の買換）

３星以上省ｴﾈ賃貸物件仲介ｻｰ
ﾋﾞｽ促進（省ｴﾈ住宅の選択）

C O 2 削減（LED照明、ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ機器普及による削減（1390万t）等を後押し）

省エネ性能
に応じた製
品や住まい
の選択を促
す情報提供

好循環

省エネ家電等COOL CHOICE推進事業

５星家電等製品、
３星以上賃貸物件、

“供給増”

５星家電等製品、
３星以上賃貸物件、
“購買・選択増”

【電子市場と連携したCOOL CHOICEの推進等】
①COOL CHOICE特設サイト開設支援

②中小企業等事業者の電子市場出店等体制支援

省エネ製品買換ナビゲーションシステム、家電・給湯器の省エネラベリング、
建築物省エネルギー性能表示(BELS)を電子市場で活用できるよう、電子市場の
事業者のシステム改修・構築を支援。

CO2削減効果の高い家電や賃貸物件への
選択を促進する「COOL CHOICE」特設
サイトを開設しキャンペーン実施！！

電子市場へ中小企業等事業者が初出店する場合には、初期
投資費用の一部を支援

中小企業等小売事業者の団体等を通じ、実店舗での５
星家電等の販売促進体制づくり（研修、情報提供、販売
情報の管理）も実施

※省エネ家電や省エネリフォーム等をはじめとした
地球温暖化対策関連情報も電子メール等で発信

【低炭素マーケットの促進】
③ CO2削減型マーケットの

販売・サービス促進支援

５星
省エネ家電等

３星以上
省エネ賃貸物件

事業者の販売促進活動 新しい価値観COOL CHOICE（2020年認知度50％）

CO2削減効果
に応じた、５
星製品・３星
以上賃貸物件
の販売・仲介
促進へのイン
センティブ

【CO2削減量に応じた販売促進支援】
●５星省エネ家電等製品への買換によ

るCO2削減量（５星エアコンへ買換：10
年間で約1.5トン減）に応じ、電子市場・
実店舗の販売事業者に2,000円/t-CO2
の販売促進インセンティブを付与。

【CO2削減量に応じた賃貸物件仲介促進支援】
●３星以上省エネ賃貸物件の選択によるCO2

削減量（３星賃貸物件：従来型の世帯住宅
より2年間で約1.2トン減）に応じ、電子市
場・実店舗の不動産仲介事業者に
2,000円/t-CO2のインセンティブを付与。



再生可能エネルギー導入事業のうち、地方公共団体等の積極的な参
画・関与を通じて各種の課題に適切に対応するものについて、事業化に
向けた検討や設備の導入に係る費用の一部を補助する。
支援の対象とする事業は、固定価格買取制度に依存せず、国内に広く

応用可能な課題対応の仕組みを備え、かつ、CO2削減に係る費用対効果
の高いものに限定する。

背景・目的 事業概要

事業スキーム

平成28年５月、我が国の2030年度の温室効果ガス排出削減目標を2013年度
比で26.0％減とする「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、これを実現す
るための対策として、再生可能エネルギーの最大限の導入が盛り込まれた。
一方で、再生可能エネルギーについては、固定価格買取制度の利用拡大が困
難となる中、持続可能かつ効率的な需給体制の構築、事業コストの低減、社会
的受容性の確保、広域利用の困難さ等に関する課題が生じており、地域の自然
的社会的条件に応じた導入拡大は必ずしも円滑に進んでいない状況にある。
このため、こうした状況に適切に対処できる、自家消費型・地産地消型の再
生可能エネルギーの自立的な普及を促進する必要がある。 期待される効果

再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業（経済産業省連携事業）

事業目的・概要等

実施期間：平成28年度～32年度（最大5年間）

国 非営利法人

（補助率）
定額、1/2、2/3

地方公共団体等

（補助率）
定額

補助金 補助金

※民間事業者への補助は経済産業省（資源エネルギー庁）が実施。
（系統連系されていない離島における民間事業者への補助は環境省が実施）

事業イメージ（木質バイオマスの例）導入拡大への課題と地方公共団体による対応の例

課題と具体例 課題対応の例

持続可能かつ
効率的な需給
体制の構築

バイオマス、小水力、地
熱・温泉熱等の持続可能
な調達・利用、需要施設
とのマッチング

供給元から需要家までの供
給一貫体制の構築、まちづ
くりと一体となった需要と
供給の一致・調整

事業コストの
低減

事業適地の減少、土地賃
借料の上昇

公共施設への率先導入、公
共用地の提供、事業に係る
出資や固定資産税の減免

社会的受容性
の確保

周辺住民の理解の醸成、
農林水産業者や温泉事業
者等との調整

地域協議会の設置・運営を
通じた関係者の理解・協力
の増進、離島の自然環境や
地理的制約を考慮した適切
な導入

自然環境との
調和

太陽光発電、風力発電、
地熱発電の導入に伴う景
観の保全

設備補助対象は、エネルギー起源CO２
の排出抑制に資する設備と付帯設備

平成29年度要求額
7,500百万円（6,000百万円）

再生可能エネルギーの課題に適切に対応する、費用対効果の高い優
良事例を創出することで、同様の課題を抱えている他の地域への展開
につなげ、再生可能エネルギー電気・熱の将来的な自立的普及を図る。
（本事業によるCO2排出削減見込量は800,090t-CO2）

供給側の対策 供給側の対策 ボイラーの対策 需要側の対策

◆長期的な見通しに立
ち、年間を通した安
定した燃料需要を有
する需要家を地域内
で確保し、維持する

◆チップ供給業者の条件
とボイラー側の条件を
合致させる

◆最新のチップ規格に適
合したチップの供給体
制の確立を促す

◆地域内でのチップ等の
安定的な需要を確保し、
小口供給を可能とする

◆ボイラーの出力規模等を集
約化する

◆チップ規格に対応したボイ
ラーの生産等を促す

◆設備コストの高止まりを是
正するためボイラー等設備
のコスト上限を設ける

◆灰の処理など維持管理の容
易なシステムを導入する

◆福祉施設の給湯など高い稼働
率が見込める施設を対象

◆導入前に熱需要等の適切な把
握と設計を行う

◆チップ等供給事業者を分散し、
安定した燃料供給を確保する

◆初期コストの適正価格を共有
するとともに複数施設での一
括導入等によりコストを低減

燃料供給者

原木
（チップ用材）

原料
（チップ等）

チップ等製造機山元

需要家

給湯･暖房

給湯･暖房

文化教育施設

福祉施設

病院 給湯･暖房

バイオマスボイラー



背景・目的 事業概要

事業スキーム

2030年のCO2排出削減目標を踏まえ、各地域で徹底したCO2削減を進めるこ
とが必要であり、公共施設についても、再エネの最大限の導入と徹底的なエネ
ルギー消費削減の姿を示していくことが重要。

一方、現在の取組は施設毎に再エネ又は省エネ設備を個別導入するケースが多
く、地域に多数存在する施設全体のCO2を効率的に削減する事例は少ない。本
事業では、これまでの実証等の成果を踏まえ、公共施設等に再エネを活用した
マイクログリッド・熱システムを導入し、併せて省エネ改修等を行った上で地
区を超えたエネルギー需給の最適化管理を行うことにより、地区を超えた地域
全体で費用対効果の高いCO2削減対策を実現する先進的モデルを確立する。

期待される効果

公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業

事業目的・概要等

イメージ

平成29年度要求額
3,500百万円（2,550百万円）

従来の個別の公共施設に対するCO2削減対策より効果的・効率的な地
域全体でのCO2削減対策の先進的モデルを10件程度確立する。
確立したモデルの他地域展開により、地域単位でのCO2削減対策を強
化する。

公共施設等複数の施設が存在する地区内において再エネ等を活用し、電
気や熱を融通するマイクログリッドを構築する。更に複数のマイクログ
リッドを自己託送等によりつなぎ電気や熱を融通する等して、FITによる
売電に頼らず自己完結型で再エネ等を効率的に利用する。同時に、個々
の施設の効率の低い設備を高効率化し、エネルギー消費量を削減するこ
とで、対策コストを削減しながらCO2削減を行う。
上記対策により、エネルギー消費量を減らしながら、再エネ等により低
炭素なエネルギーの供給を最適化するモデルを構築し、コスト負担を抑
制しつつ地域での徹底したCO2排出削減を行う。
また、環境省・米国エネルギー省(DOE)間で情報共有をしながら、先進
的モデルの確立を目指す。

※再エネ電気は固定価格買取制度による
売電をせず施設全体で利用を完結する

国 非営利法人
補助金

（補助率）
2/3 地方公共団体等

（補助率）
定額

補助金

実施期間：平成28年度～32年度（最大5年間）

再エネを活用し一括受電等によりマイ
クログリッドを構築。地区内で融通し、
蓄電池等も活用してエネルギー自立性
を高める。
省エネ改修等によりエネルギー需要量
を抑え、コストを削減。
余った再エネ電気等は、遠く離れた施
設間でも自己託送とエネルギー制御・
管理により融通することで、無駄なく
利用。
通常の再エネ・蓄電池等の導入のケー
スと比べ、コストを削減することで普
及拡大を促進する。



（１）再エネ設備導入促進事業
補助対象経費：下水処理場の常用電源として整備する太陽光発電
設備等

（２）IoT等を用いた下水処理場の省エネ化モデル事業
補助対象経費：

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円

事業目的・概要等

イメージ

平成29年度要求額
2,400百万円（2,400百万円）

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円上下水道システムにおける省CO2化推進事業（一部厚生労働省・国土交通省連携事業）

Ⅰ.上水道システムにおける省CO2モデル促進事業 Ⅱ.下水処理場における省CO2化推進事業

浄水場
（又は､配水池）

小水力発電

水源

用水供給

太陽光発電
（水道施設に設置するもの）

圧力有効活用

インラインポンプ
（用供からの受水の場合）

インライン浄水処理 流入負荷 機器稼動状況 放流水質 温度・酸素濃度等

•（２）IoT等を用いた下水処理場の
•省エネ化モデル事業

（１）再エネ設備導入促進事業

★水処理負荷等に応じた省エネ型
制御技術の既存処理場への導入

省エネ化
モデルの確立

下水処理場の常用電源として
整備する太陽光発電設備等

●未利用圧力等の有効利用による
省エネ・再生可能エネルギー設備導入例

●ポンプへのインバータ導入による省エネ例

Ｐ

ＩＮＶ
バルブの開度で
流量制御

インバータ
導入

ポンプ回転数で
流量制御

上水道部門においては年間約74億kWh（全国の電力の約0.8%）を消
費している。上水道施設は小水力発電のポテンシャルを有しており、
近年では小水力発電設備の低コスト化が進展している。本事業では、
水道施設への小水力発電設備等の再エネ設備や、ポンプへのインバー
タ等の省エネ設備の導入をなお一層推進する。
一方、下水道部門は、我が国のCO2排出量の約0.5％を占める。平成
28年には排出抑制等指針（下水道部門）が策定されたほか、IoT等を
活用したCO2削減技術の実証等の下水処理場での省CO2化技術の開発
が進展している。本事業では、下水処理場の施設更新における省CO2
技術の導入促進及び維持管理における低炭素化を図る。

背景・目的

期待される効果

再エネ・省エネ技術の導入促進による上下水道施設の低炭素化、
IoT等を用いた制御技術の普及展開による下水処理施設の低炭素化

国
水道事業者・水道事業者・
下水道管理者等

非営利法人

（補助率）
1/2以下

（補助率）
定額

補助金補助金

Ⅰ.上水道システムにおける省CO2促進モデル事業

Ⅱ.下水処理場における省CO2化推進事業

補助対象経費：小水力発電設備等の再エネ設備、
高効率設備やインバータ等の省エネ設備

事業概要

下水処理場の省エネ化のために付加的に設置する
監視システム等の設備､運転制御システム等の改修

平成29年度要求額
3,400百万円（2,400百万円）



背景・目的 事業概要

事業スキーム

【実施期間】平成28年度～平成30年度

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画等の確実な実施を図る
ため、特に森林等に賦存する木質バイオマス資源を持続的に活用することを目標とした地方
公共団体が行う計画策定に対して支援を行う。これにより、地域の低炭素化を実現するとと
もに、地域内で資金を循環させることにより森林等の保全・再生を可能にし、自然共生社会
の構築の実現も図る。

○我が国は、2030年までの温室効果ガスの削減目標を2013年度比で
26％減としており、あらゆるエネルギーの効率的な活用が求められて
いる。また、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地方公共団
体は実行計画を策定することとされ、この中で温室効果ガスの削減目標
を定める等している。

○この目標達成に向けて再生可能エネルギーの更なる導入促進が求めら
れており、荒廃した森林や里地に過剰に蓄積されているバイオマス資源
を有効利用することにより、森林等の保全・再生活動を通じた地球温暖
化対策（CO2削減）を推進することが期待される。

○一方で、地域にある木質バイオマス資源量を超えたバイオマス発電所
が計画される例もあり、再生可能エネルギーの導入段階から、資源の持
続的活用を基本とした計画策定が求められている。

期待される効果
木質バイオマスの賦存量に応じた再生可能エネルギー使用設備の導入等の計画を策定し、
その計画に基づき設備を導入することでCO2排出量の削減を図る。
（平成32年度までに19万トン削減見込み）
地域内で資源・資金が循環することで、地域の活性化が図られるとともに、森林等の保
全・再生活動も促進され、「低炭素・循環・自然共生」の総合的達成を図る。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円
木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー

導入計画策定事業
木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー

導入計画策定事業（経済産業省連携事業）

事業目的・概要等

イメージ

平成29年度要求額
800百万円（400百万円）

【事業内容】
森林等に賦存する木質バイオマス資源を

持続的に活用することを目標とした地方公
共団体が行う計画策定に対する支援

石油ボイラーの代替等に
より、CO２削減

スポーツ施設

宿泊施設温浴施設

福祉施設

バイオマス発電施設

木質バイオマス資源の供給源を検討

燃料供給に対する対価等の支払い

地域の木質バイオマス賦存量の把握

木質バイオマス資源の活用・ポテンシャル量の把握 地域資源の循環計画
二酸化炭素排出削減目標

薪

竹

枝・葉 持続可能な供給源の確定

国 非営利法人 地方公共団体

＜間接補助事業＞

補助金

（補助率）定額

補助金

（補助率）定額
都道府県：上限2000万円
市 町 村：上限1500万円



事業目的・概要等

廃棄物焼却施設の余熱等を利用した地域低炭素化モデル事業 平成29年度要求額
500百万円（200百万円）

廃棄物焼却施設から、余熱や発電した電気を地域の需要施設に供
給するための付帯設備(熱導管、電力自営線、熱交換器、受電設備等
）及び需要設備（余熱等を廃棄物処理業者自らが利用する場合に限
る。）への補助を行う。
熱導管等の付帯設備により余熱等を供給する地域の需要施設は、
廃棄物焼却施設の立地に応じて、工場、農・漁業施設、公共施設等
のうち、特に大規模熱需要施設への余熱供給や複数の需要施設を組
み合わせること等による余熱の有効活用を行い、地域の低炭素化を
図るとともに、廃棄物焼却施設の多面的意義（地域防災能力向上等
）の確立を図る。

廃棄物焼却施設から恒常的に排出される熱を、発電に供するのみ
ならず、再生可能エネルギーとして地域の需要施設に供給し、化石
燃料の使用量を削減することにより、地域の低炭素化を図る。また、
この取組を通じて、地域の活性化及び雇用の創出にも繋がる、廃棄
物焼却施設からの未利用エネルギーの活用を図る。

背景・目的

事業概要

事業スキーム

●実施期間：５年間（平成28年度～平成32年度）
●補助率 ：１／２

期待される効果

イメージ

・廃棄物焼却施設による未利用熱の有効活用
（ CO2削減量：当該年度4,163t、2030年度

169,986t）

製造、加工
(高温利用）

生産(温室への低温利用等）

熱のカスケード利用

●熱需要施設の組み合わせ利用

●公共施設の低炭素化及び防災化

●工場等への大規模熱供給

環境省

●補助対象

地方自治体
民間事業者（廃棄物処理業者）

・設計費
・熱導管及び電力自営線
・熱交換器及び受変電設備
・需要設備（需要設備については余熱等を民間の廃棄物処理業者自らが利用す
る場合に限る。）

（補助金）

廃棄物焼却施設



背景・目的

事業概要

事業スキーム

廃棄物処理施設への先進的設備導入推進事業

事業目的・概要等 イメージ

期待される効果

ごみ焼却施設及び周辺施設におけるCO2排出抑制
（平成32年度において1,291,744tCO2/年のCO2削減）

東日本大震災と原子力発電所の事故を起因としたエネル
ギー需給の逼迫を背景として、再生可能エネルギーや未利
用エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入や
省エネ効果に優れた先進的設備の導入支援が必要。
廃棄物処理施設において、高効率な廃熱利用と大幅な省エ
ネが可能な設備の導入により得られるエネルギーを有効活
用することで、エネルギー起源CO2の排出抑制を図りつつ、
当該施設を中心とした自立・分散型の「地域エネルギーセ
ンター」の整備を進める。

○廃棄物処理施設への先進的設備導入推進事業
一般廃棄物処理施設への高効率廃棄物発電等の導入に向け

た改良・更新事業を支援する。

ごみ焼却施設の処理能力別の余熱利用状況
（平成２６年度実績）
※特に100トン未満の施設では発電設備の導入が進んでいない。

熱供給(プール、
浴場、冷暖房等)

公共施設への
エネルギー供給

廃棄物処理施設を中心とした自立・分散型の
「地域エネルギーセンター」の構築

高効率ごみ発電設備等の導入により、
周辺施設への電気・熱供給を可能と
する。

環境省 市町村等

（交付率）
最大１／２

交付金

電気・熱
の供給
電気・熱
の供給

平成29年度要求額
19,740百万円（19,740百万円）

□余熱利用あり（カッコ内は発電施設）
■余熱利用無し



① 廃棄物処理分野からのGHG排出量は我が国全体の排出量の約３％を占め
ており、平成27年12月に採択されたパリ協定を踏まえ、廃棄物処理分野の
さらなる低炭素化が求められている。 「低炭素」・「循環」（・「自然共生」）の
統合的達成を実現することの重要性については、第４次環境基本計画及び
第３次循環基本計画に記載されているとおりである。

② 廃棄物処理施設は、社会に必要な施設であるにもかかわらず、一般的に迷
惑施設として認識され、設置等が容易に進まない場合が多い。廃棄物の適
正処理のためには、廃棄物処理施設の整備促進等による処理体制の確保
を図る必要がある。

③ また、我が国全体の低炭素化や３Ｒを深掘りするため、地域の特性を活か
した低炭素型のエコタウンなどを支援していく必要がある。

④ 本事業ではCO2排出削減及び適正な循環的な利用をさらに推進する観点
から、廃棄物処理業者及び地方公共団体等による低炭素型の廃棄物処理
事業（例：廃棄物処理に伴って発生した熱を農業や漁業等の地域産業に有
効活用する事業等）について、事業計画策定やＦＳから設備導入までを包
括的に支援し、①～③の課題の解決を目的とする。

（１）廃棄物処理業低炭素化促進事業
①事業計画策定支援

廃棄物由来エネルギー（電気・熱・燃料）を、廃棄物の排出者及びエネル
ギーの利用者等と協力して用いる事業に係る事業計画の策定を支援

②低炭素型設備等導入支援
a 廃棄物処理に伴う廃熱を有効利用する施設の設置
b 廃棄物由来燃料製造施設（油化・メタン化・ＲPＦ化等）

※製造した燃料を自家使用する場合に限る

c 廃棄物処理施設の省エネ化及び廃棄物収集運搬車の低燃費化

（２）地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事業
地域の資源循環の高度化及び低炭素化に資する地方公共団体のFS調査
民間事業者（地方公共団体と連携し、廃棄物の３Ｒを検討する者）の事業
計画策定を支援

背景・目的

事業概要

事業スキーム

平成25年度予算
○○百万円低炭素型廃棄物処理支援事業

国 非営利法人
民間事業者
地方公共団体

＜間接補助事業＞

補助金（補助率：定額）

期待される効果

・廃棄物処理業における低炭素化を通じた地域の温暖化対策の推進（年間
11,700トンの二酸化炭素排出量を削減）

・廃棄物エネルギー利用や地域資源循環を通じた地域活性化
・国レベルでは達成出来ない地域資源を活かした資源循環と低炭素化の同時
深掘り

事業イメージ

病院・老人ホーム・温水
プール等での活用

農業・漁業での活用
地域で発生した

廃棄物

熱・電気
の 供 給

・廃棄物の搬入元
・発電量
・電気の供給先

：

（２）地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事業（FS調査、事業計画策定）

（１）廃棄物処理業者による事業

①の補助のイメージ

②の補助のイメージ

事業期間：Ｈ２８年度～Ｈ３２年度

補助金（補助率：以下の通り）
民間事業者 （1）①2/3  ②1/3 （2）1/2
地方公共団体 （2）定額

民間の廃棄物
処理施設

燃料製造

自家消費

事例：鳥取県

平成29年度要求額
2,200百万円（1,700百万円）



事業目的・概要等 イメージ

背景・目的

事業概要

事業スキーム

委託対象：民間団体
実施期間：2年間（平成28年度～平成29年度）

2030年までに、総発電電力量の22～24%を再生可能エネ
ルギーとすることが政府目標とされ、導入を加速する必
要がある。
一方、再生可能エネルギーの導入と自然環境保全の両立
も必要で、国立公園等の規制緩和・許可基準の透明化、
希少猛禽類のバードストライク対策が進展。
さらなる導入促進のためには、事業が一定程度進捗した
にもかかわらず、自然環境保全の観点から事業の推進が
困難となる事例を減らすことにより、無駄のない導入を
進めることが必要。
そのため、国として保全すべき自然環境保全上重要な地
域の自然環境情報を事業者に提供して効率的な立地選定
をすすめることが必要。

期待される効果

事業立地選定、地元の合意形成の円滑化、投資判断の後
押しによる事業数の増加に寄与。
自然環境に配慮した再生可能エネルギーの適切な導入を
加速。
2020年までに、自然環境に配慮した優良な再生可能エネ
ルギー導入事例が、70件形成されることを目指す。

平成25年度予算
○○百万円

国立公園等における再生可能エネルギーの効率的導入促進事業 平成29年度要求額
700百万円（700百万円）

国立公園等で再生可能エネルギー立地選定に必要な自然
環境情報等を収集し、事業者に提供することで、再生可
能エネルギー導入の加速化を図る。

【政府目標】
2030年までに、総発電電
力量の22～24%を再生可
能エネルギーとする

・ 国立・国定公園内における地熱開発について規制緩和（平成24年）
国立公園内の規制緩和・許可基準の透明化等

・ メガソーラーに係る許可基準も透明化（平成27年6月施行）

事業が一定程度進捗したにもかかわらず、
自然環境保全の観点から事業推進が困難な事例も

国立公園内等の再生可能エネルギー立地選定に係る
自然環境情報を集約し、事業者へ提供

・開発の立地選定をサポート
・地元との合意形成の円滑化
・投資判断を後押しし、事業数が増加

政府目標の達成へ一層導入を加速

※対象エリアが全国的であり、事業者がこれらの情報を網羅的に調査することは困難

再生可能エネルギー導入と
自然環境保全の両立が必
要

・希少猛禽類のバードストライク防止策ガイドライン作成（平成27年度）



背景・目的

事業概要

事業スキーム

１．補助対象：地方公共団体（間接補助）
補助割合：都道府県・政令市：1/2、

政令市未満市町村・特別区及び一部事務組合等：定
額(ただし、いずれも上限額1,000万円)

実施期間：３年間（平成28～30年度）
２．補助対象：地方公共団体（間接補助）

補助割合：都道府県・政令市：1/3、財政力指数が全国平均以上
の政令市未満市町村・特別区及び一部事務組合等：
1/2、財政力指数が全国平均未満の政令市未満市町
村・特別区：2/3

実施期間：５年間（平成28～32年度）

平成28年５月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」においては、
2030年度に2013年度比で26.0％削減するとの中期目標が掲げられ、
このうち、地方公共団体の公共施設を含む「業務その他部門」につい
ては、2030年度に2013年度比で約40％減が目標とされており、全部
門で最も厳しいものとなっている。
その達成方策の一つである「地方公共団体の率先的取組と国による促
進」として、地方公共団体は「地球温暖化対策計画」に即して「地方
公共団体実行計画事務事業編（以下「事務事業編」という。）」を策
定し、PDCAのための体制を構築・運営することを通じて、実効的・
継続的な温室効果ガス排出の削減に努めるとしているものの、現行の
事務事業編において、上記のような高い目標が掲げられている例は少
ない 。
そこで、全ての地方公共団体に対し、事務事業編及びこれに基づく取
組を大胆に強化・拡充し、取組の企画・実行・評価・改善（以下「カ
ーボン・マネジメント」という。）を組織を挙げて不断に実施するよ
う促す必要がある。

１．事務事業編等の強化・拡充支援事業
地球温暖化対策計画を踏まえた事務事業編の改定等、事務事業編
に基づく取組の大幅な強化・拡充、及びカーボン・マネジメント
体制整備に向けた調査・検討（施設の管理・運転状況の確認、省
エネ診断、ESCOの設計等）に係る費用を補助。

２．事務事業編に基づく省エネ設備等導入支援事業
先進的な取組を行おうとする地方公共団体に対して、下記①及び
②の提出を条件として、庁舎等への設備導入を補助。
条件①：カーボン・マネジメント体制の整備計画
※エネルギー起源CO２排出削減のための取組の評価・改善を全庁
的かつ定期的に実施するもの。

条件②：カーボン・マネジメントに係るノウハウの普及方針

期待される効果

「地球温暖化対策計画」の内容に照らして遜色ないモデル事例を
５年間で累計240件形成し、全国に展開することを目指す。

平成25年度予算
○○百万円

地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業 平成29年度要求額
5,000百万円（5,000百万円）

※普及に向けた情報発信には、
「地方公共団体実行計画を核と
した地域の低炭素化基盤整備事
業」との連携実施を想定。

実行

評価

改善

企画

企画：組織全体のエネルギー起源CO２
排出量を算定・分析し、全体及び
個々の部局等の単位ごとに排出削減
量及び対策目標を設定。
実行：排出抑制等指針を参酌しつつ、
先進的な低炭素設備を導入・運用し、
エネルギー起源CO２排出量やエネル
ギーの使用状況等を算定・把握。
評価：目標と実績を比較して継続的な
改善が図られているかを評価し、改
善余地を模索。
改善：評価結果を基に組織を挙げて更
なる改善を検討・実施。

全庁的な不断のPDCA

カーボン・マネジメントのイメージ

ノウハウの幅広い普及



事業目的・概要等

背景・目的

事業概要

事業スキーム

実施期間：3年間 （平成27年度～平成29年度）

天然資源に乏しい我が国では、使用済製品等の都市鉱山
等の活用が期待されるが、再生資源回収量を増加させた
場合にCO2排出量の増加が懸念されるため、リサイクル
の低炭素化と資源効率性向上を同時に進める必要がある。
このため、高度なリサイクルを行いながらリサイクルに
必要なエネルギー消費の少ない省CO2型のリサイクル高
度化設備導入を進めることにより、使用済製品等のリサ
イクルプロセス全体の省CO2化と資源循環を同時に推進
し、低炭素化と資源循環の統合的実現を目指す。
上記取組により、「経済財政運営と改革の基本方針
2016」に掲げられる徹底した省エネルギー社会の実現、
CO2の排出削減対策を推進する。

省CO2型のリサイクル高度化設備の導入費用につ
いて、１／２を上限に補助。

期待される効果

・ＣＯ２削減の推進（29年度16,000tonCO2/年の削減効果）
・設備価格低下による自発的な設備導入
・環境技術・システムの高度化による循環産業の競争力強化
・国内資源循環の推進による貿易収支の改善
・地域資源循環による地域活性化

平成25年度予算
○○百万円省CO2型リサイクル高度化設備導入促進事業 平成29年度要求額

1,700百万円 (1,200百万円 )

イメージ

廃棄製品の分別収集・輸送・破砕・選別・再資源化プロセスの省CO2化
と資源効率性の向上により低炭素化と資源循環を同時に推進

省CO２型リサイクル高度化設備での使用済製品のリサイクル

得られた資源は、原材料代替やエネルギー利用され、製品製
造時のCO2削減、コスト削減、資源リスク低減に寄与

家電等を破砕して得られるミックスプラスチックについては、従来は1種
選別されていたため、3種同時選別することによりリサイクルの効率性が
向上し、選別プロセスにかかるCO2が約10～50 %削減

プラスチック（樹脂）の3種同時選別装置
ミックスプラ
スチック
（３種類の樹
脂＋残さ）

従来のプラスチック
選別では3工程必要

3種同時選別装置により
1工程で選別が可能に

国 民間団体等非営利法人

（補助率）
1/2

（補助率）
定額

補助金補助金

アルミ・銅の高度選別装置

アルミ等を合金単位での高度選別が可能となる
ため、従来の非鉄金属のリサイクルに不可欠で
あった成分調整に必要な溶解・精錬プロセス等
の一部を省略できるため、省エネルギー

例：透過X線（ＸＲＴ）ソータ
固体のX線透過率の差により構成元素を推定

アルミサッシ
(展伸用アルミ合金Al,. Mg, Si)

水平リサイク
ルが可能に

サッシtoサッシにより、
サッシ製造プロセスを約80%省エネ

省CO2型リサイクル高度化設備の例



背景・目的

事業概要

各地域において低炭素化を進めるためには照明のLEDを推進することが
効果的であるが、初期投資の負担や光熱費削減メリットが享受されにく
いなどの理由で、LED照明の導入が進みにくいケースがある。
これらの状況を踏まえ、小規模地方公共団体や商店街の街路灯等のLED
照明導入の支援を行い、地域一体となった低炭素社会の実現を推進する。
また、昭和47年に製造が中止され、未だ相当数存在するPCB使用照明器
具を交換・適正処理することでCO2削減効果が見込まれる。PCB使用照
明器具は、期限内に適正処理する必要があるが、交換に必要な買い替え
費用等がその障害となっている。
本事業では、地域におけるLED照明の導入促進を図るとともに、PCB使
用照明器具のLED照明への交換を支援することでPCB早期処理を促進す
るとともに、CO2の削減を図り低炭素化社会の実現を推進する。
以上の取り組みによりLED等の高効率照明を2030年までにストックで
100％普及を目指す。

１．地域におけるLED照明導入促進事業
小規模地方公共団体(人口25万人未満)の地域を対象に、以下のLED照明導

入事業を支援する。
（１）街路灯等のLED照明導入促進事業

地域内の街路灯等をリース方式を活用してLED照明に更新するた
めに必要な計画策定費用及び計画に基づくLED照明の取付け工事費
用を支援する。

（２）商店街における街路灯等のLED照明導入促進事業
商店街の街路灯等（屋外照明）をリース方式を活用してLED 照明

に更新するために必要な取付け工事費用を支援する。

２．PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業

期待される効果

LEDの高い省エネ性によるCO2排出量の削減により国の定める削
減目標の達成（高効率照明の導入をほぼ100％）に寄与
地域で軽減した光熱費等を活用した更なる環境施策・対策の展開
PCB廃棄物の期限内早期処理とCO2削減の同時達成

LED照明導入促進事業 平成29年度要求額
2,600百万円（1,600百万円）

国 補助事業者非営利法人

（補助率）
定額

補助金補助金

（１）街路灯等のLED照明導入促進事業
①LED照明導入調査事業（調査及び計画策定費用）

補助対象：小規模地方公共団体
補助割合：3/4又は定額（上限600万円又は800万円）

②LED照明導入補助事業（取付け工事費用）
補助対象：民間事業者
補助割合：1/3～1/5（上限1200万円～2000万円）
※補助割合は自治体の規模に応じる。

（２）商店街における街路灯等のLED照明導入促進事業
LED照明導入補助事業（取付け工事費用）

補助対象：民間事業者
補助割合：1/3（上限500万円）

事業実施期間：平成28年度～

１．地域におけるLED照明導入促進事業

２．PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業

国 補助事業者非営利法人

（補助率）
定額

補助金補助金

補助対象：民間事業者
補助割合：1/2

事業実施期間：平成29年度～平成31年度

LED化 地域の低炭素
社会の実現に
寄与！

PCB使用照明器具をLED一体型器具に交換することにより生じ
るPCB廃棄物の早期処理が確実な場合に限り、LED一体型器具の
導入及び設置に係る費用の一部を支援。



背景・目的

事業概要

事業スキーム
各地域において低炭素化を進めるためには照明のLEDを推進すること

が効果的であるが、初期投資の負担や光熱費削減メリットが享受されに
くいなどの理由で、LED照明の導入が進みにくいケースがある。

これらの状況を踏まえ、小規模地方公共団体や商店街の街路灯等の
LED照明導入の支援を行い、地域一体となった低炭素社会の実現を推進
する。

小規模地方公共団体(人口25万人未満)の地域を対象に、以下の
LED照明導入事業を支援する。
１．街路灯等のLED照明導入促進事業

地域内の街路灯をリース方式を活用してLED照明に更新する
ために必要な計画策定費用及び策定した計画に基づきLED照明
を導入する取付け工事費用を支援する。

２．商店街における街路灯等のLED照明導入促進事業
商店街の街路灯等（屋外照明）をリース方式を活用してLED

照明に更新するために必要な取付け工事費用を支援する。

期待される効果

● LEDの高い省エネ性によるCO2排出量の削減により国の
定める削減目標の達成（高効率照明の導入をほぼ100％）
に寄与

●地域において軽減した光熱費等を活用した更なる環境施
策・対策の展開

LED照明導入促進事業（うち地域におけるLED照明導入促進事業）

イメージ

国 補助事業者非営利法人

（補助率）
定額

補助金補助金

１．街路灯等のLED照明導入促進事業
(1)LED照明導入調査事業（調査及び計画策定費用）

補助対象：小規模地方公共団体
補助割合：3/4又は定額（上限600万円又は800万円）

(2)LED照明導入補助事業（取付け工事費用）
補助対象：民間事業者
補助割合：1/3～1/5（上限1200万円～2000万円）

※補助割合は自治体の規模に応じる。
２．商店街における街路灯等のLED照明導入促進事業

LED照明導入補助事業（取付け工事費用）
補助対象：民間事業者
補助割合：1/3（上限500万円）

事業実施期間：平成２８年度～
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LED化

地域の商店街や街路灯等をリース方式を活用して経済的、効
率的にLED照明へ更新する事業を支援。

LED照明導入による地域の低炭素化を促進



① 産業部門及び民生（業務）部門においては、昭和47年に製造中止された
PCBを使用する電気製品や電気工作物を未だ使用し続けている事業者が
相当数存在する。

② このような電気製品等の典型的な例が、照明器具や受電設備（トランス（変
圧器）、コンデンサ等）である。

③ このような極めて古い電機製品等は、同種の低炭素型製品と比較すると、
消費電力の点から大変非効率なものであり、これを交換・適正処理すること
で、大幅なCO２削減効果が見込まれる。

④ 当該電気製品等はPCBを使用するものであることから、期限内に使用を終
了してPCB廃棄物として適正に処理する必要があるが、処理費用に加えて
買い替え費用が必要となり、PCB廃棄物の期限内処理の障害となっている。

⑤ 本事業ではCO２排出削減及びPCB早期処理のコベネフィットを達成するた
め、使用期間が40年程度の極めて古いPCB使用照明器具のうち、低炭素
型のものへの交換による効果が著しく高いものの交換を支援することによ
り、その廃棄物の期限内の早期処理を確実なものとすることで、上記課題
の解決を目的とする。

昭和47年以前に製造されたPCB使用照明器具を一定以上のCO２削減効果
のある低炭素型製品（LED一体型器具）の交換に関し、これにより生じるPCB
廃棄物の早期処理が確実な場合に限り、低炭素型製品の導入及び設置に係
る費用の一部を支援。

背景・目的

事業概要

事業スキーム

平成25年度予算
○○百万円

LED照明導入促進事業（うちPCB使用照明器具のLED化によるCO２削減推進事業）

国 非営利法人 電気製品等所有者

＜間接補助事業＞

補助金（補助率：定額） 補助金（補助率：50/100）

期待される効果

・PCB廃棄物の処理に伴う低炭素化を通じた温暖化対策の推進（10年間で
約85,000トンのCO2排出量を削減）
・PCB廃棄物の期限内早期処理とCO２削減の同時達成

事業期間：平成２９年度～平成３１年度（３ヶ年）

FLR40型２灯用 LED一体型器具
逆富士型器具
（昭和47年以前
製造）

※ 使用中のPCB使用照明器具数（平成26年3月現在）
94,948個→10年間で約85,000t-CO２削減に相当

70%程度の省エネ
90kg-CO2/年・個削減

○ 照明器具を交換する場合、低炭素型製品の導入費用に加え、廃棄すべき器具の中
間貯蔵・環境安全事業（株）（JESCO）への処分費用等が必要であり、これらの費用を電
気料金の削減効果で賄うには、照明器具の推奨交換期間10年を大きく超えた使用年月
が必要なため、その交換が進んでいない。
○ JESCOのPCB使用安定器の処理は、全国2箇所において、当初想定の処理対象エリ
アを平成27年から拡大して行うこととなったため、処理期限達成のためには、可能な限
り早期にPCB使用安定器の処理を行う必要がある。
○ このため、低炭素型製品の購入及び設置費用の一部を補助し、交換・廃棄等に必要
な費用を概ね10年分の電気代削減効果で賄えるようにするとともに、PCB使用安定器
の早期処理を加速化するため、平成29年度から３年間限定で集中的に本事業を行うこ
ととする。

事業イメージ

電気料金
９万円

電気料金
３万円

廃棄物処分料金
３万円（注）又は10万円

電気料金
省エネ分
６万円

電気料金
省エネ分
６万円

支援対象 2.5万円
製品導入費の1/2

低炭素型製品
導入費
５万円

（注）中小企業者が処分料金の
70％を助成された際の自己負
担分

交換しない場合

照明器具の10年間
使用時のコスト比較
（照明器具１灯当たり）

交換する場合

廃棄物撤去・運搬料金
0.5万円



背景・目的 事業概要

賃貸住宅について、一定の断熱性能を満たし、かつ住宅の省エネ基準よりも

①20％以上（再エネ自家消費算入可）若しくは②10％以上（再エネ自家消費

算入不可）CO2排出量が少ない賃貸住宅を新築、又は同基準を達成するよう

に既築住宅を改修する場合に、追加的に必要となる給湯、空調、照明設備等

の高効率化のために要する費用の一部を補助する。

本事業を活用して新築・改修された賃貸住宅については、住宅の環境性能の

表示や、インターネット等を活用した効果の普及やPRを行うこととする。

さらに、本事業と並行して、賃貸住宅の紹介・あっせんを行っている事業者

と連携し、賃貸住宅の検索時に、低炭素型であることをメルクマールとした

検索を可能とすることで、市場全体の低炭素化を官民連携で行う。

賃貸住宅における省CO2促進モデル事業（国土交通省連携事業）

期待される効果

イメージ

事業スキーム

平成29年度要求額
4,500百万円（2,000百万円）

家庭部門のCO2削減目標達成のため、賃貸住宅市場において省エネ基準より

も10％以上の省エネを達成

省エネ性能表示や「環境性能」の検索条件の整備と普及啓発を一体的に行い、

低炭素型賃貸住宅を選好する機運を高め、自発的な賃貸住宅市場展開を図る。

賃貸住宅市場の低炭素化の端緒を開き、家庭部門のCO2を大幅削減する。

2030年の削減目標達成のためには、家庭部門からCO2排出量

を約４割削減しなければならない。

個々の住宅の低炭素化の技術は確立し、大手住宅メーカーによ

る販売住宅ではゼロエネルギーハウスの展開も進んでいる。

一方で、新規着工件数の約４割を占める賃貸住宅では、低炭素

価値が評価されておらず、賃料アップや入居者獲得につながら

ないため、省CO2型の住宅の供給、市場展開が遅れている。

そこで、市場への省CO2性能に優れた賃貸住宅の供給促進と、

市場において低炭素価値が評価されるための普及啓発を一体的

に行い、賃貸市場を低炭素化する必要がある。

補
助
金

非
営
利
法
人

賃貸住宅供給事業者等

＜戸建て or 集合 賃貸住宅＞
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低炭素化のための
追加コストへの

補助

補助対象 ：非営利法人 補助割合：定額

間接補助対象：賃貸住宅を建築・管理する者

補助率 ：①1/2(上限額：60万円/戸)

②1/3(上限額：30万円/戸)

事業実施期間：平成28年度～平成30年度

検索条件として
低炭素型を選択可

賃
貸
検
索
サ
イ
ト
等

住宅の環境
性能表示

賃貸市場における低炭素型
住宅の供給と普及啓発の
一体的実施により、
賃貸住宅からの

CO2大幅削減

低炭素型賃貸住宅の
新築

既築賃貸住宅の
低炭素型への改修



背景

業務用施設等における省Ｃ０２促進事業
（一部経済産業省・国土交通省・厚生労働省・農林水産省連携事業）

業務用施設等における省Ｃ０２促進事業
（一部経済産業省・国土交通省・厚生労働省・農林水産省連携事業）

期待される効果

事業概要

平成29年度要求額
8,000百万円（5,500百万円）

事業スキーム

オーナー テナント

オーナーとテナントが協働で
低炭素化を促進

2030年のCO2削減目標達成のためには業務その他部門において約４割の
CO2削減が必要。この目標達成のためには、業務用ビル等の大幅な低炭素化
が必要である。このため、テナントビル、福祉施設、駅舎、漁港等の既存の
業務用施設等の省CO2化を促進していくとともに、先進的な業務用ビル等
(ZEB(ビル内のエネルギー使用量が正味でほぼゼロとなるビル)) の実現と普
及拡大を目指す。

(１)テナントビルの省CO2促進事業（国土交通省連携事業）
環境負荷を低減する取組についてオーナーとテナントの協働を契約や覚書
等で取決めを結び（グリーンリース契約等）省CO2を図る事業を支援する。

(２)ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業（経済産業省連携
事業）

中小規模業務用ビル等に対しZEBの実現に資する省エネ・省CO2性の高い
システムや高性能設備機器等を導入する費用を支援する。なお、CLT等の
新たな木質部材を用いているZEBについては優先採択枠を設ける。

(３)既存建築物等の省CO2改修支援事業（厚生労働省、農林水産省、国土交
通省携事業）

既存の業務用施設（福祉施設、駅舎、地方公共団体が所有する施設、漁港
施設等）において、大規模な改修を除く省CO2性の高い機器等の導入、
リース手法を用いた地方公共団体施設の一括省CO2改修（バルクリース）
を支援する。

国 事業者非営利法人

（補助率）
1/3～2/3

（補助率）
定額

補助金補助金

(１)テナントビルの省CO2促進事業
・補助対象者 テナントビルを所有する法人、地方公共団体等
・補助対象経費 調査費用、省CO2改修費用（設備費等）
・補助率 1/2以内

(２)ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業
・補助対象者 建築物を所有する法人、地方公共団体等
・補助対象経費 ZEB実現に寄与する空調、照明、給湯、BEMS装置等の

導入費用
・補助率 2/3以内
・補助要件 エネルギー削減率 50％以上

(３)既存建築物等の省CO2改修支援事業
・補助対象者 建築物等を所有・管理・運営する法人、地方公共団体、

協同組合等
・補助対象経費 省CO2改修費用（設備費等）
・補助率 1/3以内、または1/2以内（漁港、漁業協同組合）

事業実施期間： (１)(２) 平成28年度～平成30年度
(３) 平成29年度～平成30年度

グリーンリース契約の普及によるテナントビルの低炭素化、ZEBの実現と普
及等を通じて、業務用施設等の低炭素化を促進し、将来の業務その他部門
のCO2削減目標(40％)達成に貢献する。

(２)ZEB実現に向けた先進的
省エネルギー建築物実証事業

(1)テナントビルの
省CO2促進事業

(３)既存建築物等における
省CO2促進事業

福祉施設、駅舎、
漁港施設等
の省CO2改修（環境省実証事業例）

最新の環境技術を導入しＺＥＢの実現と普及拡大を目指す バルクリース
の活用

地方公共
団体所有施設



背景・目的

平成25年度予算
○○百万円先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業 平成29年度要求額

5,500百万円（3,700百万円）

イメージ

対象設備の導入補助
（採択基準：削減の費用対効果）

“リバースオークション”

大幅削減の

を含む）

大幅削減の
目標達成

（クレジット活用等
を含む）

費用を抑えて大幅削減するぞ！

グループ参加も可

創意工夫

電気代が高くなったけど
設備更新ができない…

○○％削減！
を支援します。

店舗や工場で
目標を立てて
削減する取組
を支援します。

環境省 事業者

• ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
•ターボ冷凍機
•工業炉、溶解炉
など全31種（H27改定時点）

高効率設備の高効率設備の
情報は少なく、
高コスト

環境省指定先進的
高効率機器一覧

日本が排出する温暖化ガスを2030年までに13年比で26％削減する政府目標の達成に向けて、排出量の増加が顕著で
ある業務部門と最大排出部門となっている産業部門における排出量の大幅削減を実現するには、先進的な設備導入

支援及び費用効率性向上を促す仕組みや、更なる排出量削減に取り組む事業者の裾野拡大が必要。なお、低炭素社会実行計画では、
設備の新設・更新時に“利用可能な最高水準の技術”を最大限導入することを前提に、2020 年のCO2 削減目標を設定することが掲げ
られている。
また、国内排出量取引制度の検討にあたっての実証として、参加者間で取引（売買）できる排出枠を付与して取引を可能とする

ことで、事業全体で着実なCO2排出量削減を実現するとともに、排出量取引に対する事業者の意識醸成、制度面での課題の整理、知
見の蓄積を図る。

事業概要
①ASSETシステムの運用等
委託先：民間事業者 2億円

②対象設備機器の導入補助業務
53億円

期待される効果

○先進対策と運用改善による大幅排出量削減
○各年度の参加事業者が掲げる削減目標量以上の削減を達成することで、排出量取引に対する事業者の意識の醸成につなげる。
○削減目標を10%程度超過した事例等の特徴を業種毎に取りまとめ（20事例程度）横展開する。

事業スキーム

国 民間団体等非営利法人

（補助率）
1/3

（補助率）
定額

補助金※補助金

実施期間：平成24年度～平成32年度
（26年度より間接補助化）

※●審査において環境省指定先進的
高効率機器導入比率20%未満
の案件は、20%以上の案件に劣後

●排出量の第三者検証機関による
検証費用の事業者負担(28年度より）



運用改善

先進対策

環境省の指定する先進的高効率機器の導入
=大幅なCO2削減効果が期待できる！

温水・蒸気ボイラー
潜熱回収型給湯機
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
ターボ冷凍機
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
工業炉

Etc….

既存事業場/
工場

大幅排出削減を実現！
1トンの削減に必要な補
助金の小さい額から採用
することで、費用効率的
な削減対策を選出

上記二つのアプローチ（ ）をとる事で、既存事業場における削減ポテンシャルを
十分に活用し、ＣＯ２排出量大幅削減を実現する。

Before
このイメージは、現在表示できません。

見える化機器などを活用

削減ポテンシャルの見直し、
排出権削減に対する従業員や
テナントの意識向上

例1

例2

例3

省エネ対策

成果
報酬

削減約束量を上回る削減を達
成した場合、他の制度参加者
へ売却できる排出枠を付与

ڸ
ۄ
ڮ
ൾ
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After
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環境省指定機器以外の高効率機器の導入



背景・目的 事業概要

事業スキーム

一度整備されると長期にわたりCO2排出のロックインが懸念され
る社会システムについては、構築のタイミングで低炭素型のも
のへと政策誘導することが不可欠であり、地域の特性に応じて、
優れた技術を用いることは、地域経済の活性化にも資する。
また、財政上の理由から既存設備を限界まで使用することは、
コスト及びCO2排出量増大のみならず、一層経費を圧迫し、設備
投資ができないという悪循環を生じさせている。このような場
合、設備全体ではなく、エネルギー効率に寄与する部品・部材
に着目することにより部分的な改修・調整を行ってエネルギー
をコスト効率的に活用し、CO2排出量の抜本的削減ができるモデ
ルを確立することが不可欠である。

（1）地域特性に応じた低炭素型インフラ整備モデル・実証事業
地域の未利用資源（熱・湧水等）の利用及び効率的な配給システム等地
域の低炭素化や活性化を推進するモデル的取組に必要な設備等の導入経費
を支援。
・ 事業所空調やコジェネ等の廃熱地域利用
・ 湧水等活用型空調等
・ ＬＮＧ等地域配送システム

（2）未利用資源・コスト効率的活用に向けた設備の高効率化改修支援事業
未利用資源の活用コスト効率化、大幅なエネルギー効率改善、CO2の削
減に直結する各種施設や設備の部品の交換・追加を行う事業。

期待される効果

地域の特性を活かした低炭素化（一事業当たり20％程度のCO2削減）及
び地域連携によるCO2削減対策の導入
設備の部品交換・追加により、低コストで大幅なCO2排出量削減を促進
するモデルを確立し、省エネが進んでいない地方公共団体や民間企業に
対し省CO2改修モデルを提示。

平成25年度予算
○○百万円

廃熱・湧水等の未利用資源の効率的活用による低炭素社会システム整備推進事業

地域で活用されていない資源を利用し、地域の低炭素社会づくりを推進

湧水・下水熱等活用型空調

湧水等の温度差エネルギーをオフィス等の空調に活
用することにより更なる低炭素化を実現。また、
ヒートアイランド現象の抑制にも貢献。

病院

オフィス

イメージ 事業所空調等の廃熱地域利用

事業所の空調等の廃熱を病院、
オフィス等に二次利用すること
により更なる低炭素化を実現。

平成29年度要求額
2,550百万円（新規）

実施期間：平成29年度～平成33年度

国

地方公共団体（政令指定都市未満）
中小企業

非営利型
法人

（補助率）
2/3（補助率）

定額

補助金

補助金

地方公共団体（上記以外）
民間企業（上記以外） 等（補助率）

1/2

設備の高効率化改修支援事業

部分的な部品交換・追加により設備の稼働
効率を向上させ、導入エネルギーの効率的
利用に貢献。



（１）先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機器の導入補助
（62億円）

平成29～33年度
省エネ・冷媒転換効果が大きく、フロン類の充塡量が多い中大

型機器を保有する冷凍冷蔵倉庫への機器導入に対して、補助金を
交付する。（国土交通省連携）

（２）途上国における省エネ型自然冷媒機器等の導入のための廃フロ
ン等回収・処理体制構築調査（1億円）

平成27～29年度
我が国の優れた省エネ型自然冷媒技術を途上国において導入す

るためには、オゾン層の保護、資源の有効利用等の観点から、そ
れに伴う廃機器･廃フロン等の回収･適正処理が求められるため、
体制を構築するための調査を行う。

（１）【国からの補助】
補助事業者：非営利法人、補助率：定額

【法人から事業実施者への補助】
間接補助事業者：民間団体等
補助率：1/2以下

（２）委託対象：民間団体

省エネに取り組む事業者への積極的な支援により、HCFCが市
中に7割残るとされる冷凍冷蔵庫業界への機器の転換を促し、
5割以下までの引き下げを目指す。

自然冷媒機器の普及が図られることから、大量生産による機
器価格の低廉化が期待され、将来的な自立的導入に寄与する。

脱フロン社会構築に向けた業務用冷凍空調機器省エネ化推進事業
（一部国土交通省連携事業）

平成29年度要求額
6,300百万円（新規）

背景・目的

事業概要

期待される効果

事業スキーム

現在、冷凍空調機器の冷媒としては、主に温室効果の高いＨＣＦＣや
HFCが使用されており、機器の使用時・廃棄時の排出量削減が必要。

また、ＨＣＦＣは2020年に製造が全廃される予定であり、ＨＣＦＣ
を冷媒として利用している機器の早期の転換が必要。

このため、省エネ性能の高い自然冷媒を使用した機器を普及させるこ
とで、冷凍空調業界の低炭素化、脱フロン化を進めることが重要。

国 非営利法人 事業者

補助率
（1/2以下）

補助
（定額）

【補助対象、補助率】
冷凍冷蔵倉庫 １／２以下

（注） 省エネ型自然冷媒機器
フロン類（クロロフルオロカーボン（ＣＦＣ）、ハイドロクロロフルオ

ロカーボン（ＨＣＦＣ）及びハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）をい
う。）ではなく、アンモニア、空気、二酸化炭素、水、炭化水素等自然界
に存在する物質を冷媒として使用した冷凍・冷蔵機器であって、同等の冷
凍・冷蔵の能力を有するフロン類を冷媒として使用した冷凍・冷蔵機器と
比較してエネルギー起源二酸化炭素の排出が少ないもの

＜冷凍冷蔵倉庫への導入イメージ＞



背景・目的

事業概要

地球温暖化対策計画に即した地域の低炭素化と気候変動
による影響を加味した防災・減災等が、都市機能の集約の
拠点形成や土地利用の在り方の見直しとともに一体的に進
められ、長期的な温室効果ガスの排出に係るロックインを
回避できる脱炭素かつレジリエントな都市・地域づくりの
モデル事例を各年度３件程度形成。

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円

地域における都市機能の集約及びレジリエンス強化を両立する
モデル構築事業
地域における都市機能の集約及びレジリエンス強化を両立する
モデル構築事業

平成29年度要求額
100百万円（新規）

事業目的・概要等 イメージ

上記目的に資する取組を実施しようとする先進的な地
方公共団体を対象に、排出削減に関連する行政計画（都市
計画・低炭素まちづくり計画等）との整合を図りつつ、地
方公共団体実行計画に位置付ける具体的施策について事業
計画の策定や実現可能性調査に係る費用を支援する。

「パリ協定」の採択を受け、中期的のみならず長期的
な温室効果ガス排出の大幅削減や緩和・適応の同時達成
に向けた取組の推進が必要。特に、世界規模で進む都市
化を念頭に、温室効果ガスの排出や気候変動リスクの増
大を未然に防止する都市モデルの構築は喫緊の課題。
他方、我が国でも地球温暖化対策推進法の平成28年改

正により、地方公共団体実行計画（区域施策編）の記載
事項の例示として「都市機能の集約の促進」が明記され
、地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）に
おいても、低炭素型の都市・地域づくりの推進の一環と
して「都市のコンパクト化」が掲げられた。
都市機能の集約を推進するためには、区域に複数の拠

点を形成し、高度なエネルギーマネジメントを通じた地
域熱供給（コジェネ導入、廃熱活用）や再生可能エネル
ギーの最大限の導入を図るとともに、適応計画や気候変
動の影響評価の観点も加味した構想が必要。

事業スキーム

委託対象：地方公共団体
実施期間：平成29年度～31年度

廃熱利用

CEMS

都市機能の集約化※

を通じたCO2削減

学校

公共施設
福祉施設

住宅・店舗病院

地
方
公
共
団
体

計
画
策
定

レジリエンス強化
（防災・減災、国土強靱化）

ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ
地域熱供給

再エネ導入

※公共施設等総合管理計画、立地適正化計画等を通じた都市機能の
集約、ハザードマップを考慮した都市計画の見直し等を想定



（１）L2-Tech導入拡大モデル事業（3,320百万円）
複数のL2-Tech等を組み合わせることで、CO2削減シナジー効果を発揮する設

備・機器を導入し、L2-Techシステム・パッケージとして最適運転することで効
率を最大限向上するモデル事業を推進し、当該パッケージの普及を推進する。
L2-Techシステム・パッケージとして、L2-Techを積極的に導入しようとする事業
所に対して、導入に要する経費の一部を支援する。

また、導入に関する様々な障壁と安定稼働に関する情報を収集・公開するとと
もに、展開性の高い優良事例についても公開し、大幅なCO2削減を誘導する。

（２）L2-Techリストの更新・拡充・情報発信（180百万円）
平成28年度までに策定された対象技術のリストを更新するとともに、エネル

ギー消費効率以外の機能であって、CO2削減につながるもの（NEB：Non Energy 
Benefit､耐久性等）も合わせた総合的な評価手法の創出を行う。また、先導的低炭
素技術の情報やL2-Techシステム・パッケージの優良事例など集積していくため
L2-Tech情報プラットフォームの運用により効果的な情報発信を行う。

事業目的・概要等背景・目的

エネルギー消費量を抜本的に削減する大胆な省エネを進めるため、ベストを
追求する発想でエネルギー効率が極めて高くCO2削減に最大の効果をもたら
す技術を「L2-Tech」と位置づけ、導入促進をしているところ。
現時点で最もエネルギー効率が高い技術をリスト化し公表（平成27年３月）。
経済成長とCO2削減の両立には革新的技術の活用が不可欠であり、我が国が
世界に先がけてL2-Tech導入による低炭素設備投資のビジネスモデルを実現
し、低炭素技術イノベーションを牽引することが重要である。
一方でL2-Techは、先導的な技術であることから、初期費用が高額となるだ
けでなく、設備の入替え時に発生する導入障壁が多く想定されている。また
設備の稼働実績についても乏しいため、普及拡大を進めるにあたり、これら
の情報を網羅した展開性の高い導入事例の創出が必要。

期待される効果

• L2-Tech（先導的低炭素技術）に関する体系的な情報を整備・発信し、メー
カー・ユーザー双方がL2-Tech情報を利活用しやすい体制を構築

• 自発的なL2-Tech導入を誘導し、CO2排出量の大幅削減及び低炭素社会を実現

平成25年度予算
○○百万円L2-Tech（先導的低炭素技術）導入拡大推進事業 平成29年度要求額

3,500百万円（4,000百万円）

イメージ

事業概要

（１）L2-Tech導入拡大モデル事業

（２）L2-Techリストの更新・拡充・情報発信

高効率
ターボ冷凍機

申請 登録 ニーズ 周知

メーカ ユーザ

L2-Tech事務局

L2-Tech
導入補助金

例）L2-Tech×EMSで
大幅CO2削減

既存の熱源機器

●大幅なCO2削減効果が期待されるL2-Techをシステムとして導入

モデル事業所

●展開性の高い優良事例創出による大幅なCO2削減の誘導
導入障壁：設備の入替え時に発生する業務停止期間とその影響等
稼働実績：L2-Tech設備導入効果と計測、算出方法

L2-Tech設備の安定稼働データ等

事業スキーム

（１）補助対象：

（２）委託対象：民間団体等（180百万円）

実施期間：平成27～32年度

（補助率）

1/2or2/3
（補助率）

定額
国 非営利法人

地方公共団体、
民間団体等

L2-Techシステム
パッケージ

優良
事例

優良
事例

高効率冷凍機

BEMS*

高効率
空調機

＊２ BEMS：Building Energy Management System
の略で、ビルの機器・設備等の運転管理によって
エネルギー消費量の削減を図るためのシステム。



CO2削減ポテンシャル診断推進事業
背景・目的

わが国のGHG削減目標（2030年に13年比で－26％（5,000万kLの省エネ等））を達成していくために、エネルギー使用実態の定量的な把握に基づき、
費用効果的な対策を特定するCO2削減ポテンシャル診断は極めて有効。※平成22年度から実施している本事業により、約2,000件の事業所で診断を実
施し、おおむね10％以上のCO2削減につながる診断結果が得られ、多くの対策が実施されてきた。
他方で、3年以内に投資回収可能であるにもかかわらず、未着手のままの対策も多く、こうした対策の実施率を高めていくことが必要。
このため、中小企業も含めて事業経営の中でCO2削減ポテンシャル診断の実施が一般的になるよう、制度化も見据えたモデル事業として、平成27年度
に環境省が策定した診断ガイドラインも活用しつつ、より多くの事業所においてCO2削減ポテンシャル診断を実施するもの（特にエネルギーコストと
の影響を受けやすく、対策強化の必要性・余地の大きい中小事業所に絞り、設備補助を合わせることで強力に後押し）
先導的な低炭素技術（L2-Tech: Leading and Low-carbon Technologies)の導入拡大にも資するよう、L2-Techリストに挙げられた設備・機器を、
経済性を勘案しつつ積極的に対策提案に取り入れるとともに、診断結果を分析し、新たなL2-Techの発掘にも活用する。

期待される効果 診断の実施拡大（診断の制度化も視野）、L2-Tech導入分野の発掘、診断機関の数の増加及び診断の質の向上、
対策が不十分である中小企業（目標事業所数450件/年）への支援によるCO2排出量の削減

平成29年度要求額
2,000百万円（2,000百万円）

CO2削減ポテ
ンシャル診断

設備導入

運用改善

削減量
算出

(２)CO2削減ポテンシャル診断結果を活用した新たな削減対策技術の検討（300百万円）（継続）

事業概要

排出量削減

１年目 ２年目 ３年目

事業スキーム

（２）委託対象：民間団体等
①定額補助、②1/3補助（中小企業は1/2）定額補助

国 非営利法人 民間団体等

実施期間：平成22年度～平成32年度

① 診断機関（環境省選定）により診断を実施。診断
結果に基づいた計画を策定し、削減量を確約。

③ 事業者が削減量を算出・報告。（削減量必達）。
国が報告内容を分析し、全国へ発信。

CO2削減計画

②事業者が CO2削減計画に基づき、設備導入・
運用改善を実施。

※５年以内の診断結果は有効。

報告
情報分析
・発信

① CO2削減ポテンシャル診断の制度化も見据えたモデル事業として、年間CO2排出量3,000トン未満の工場・事業場を対象に、環境省が選定する診断機関に
よる「CO2削減ポテンシャル診断ガイドライン（平成27年度策定）」に沿ったCO2削減診断の実施並びに診断結果に基づいた削減対策実施案の策定に対して
支援を行う。[定額補助]
② 策定案に基づきCO2削減量を必達することを条件とし、対策（設備導入・運用改善）に要する経費の一部を支援する。[補助率：1/3 (中小企業は1/2)]

CO2削減ポテンシャル診断の結果（エネルギー使用実態や診断された削減対策の経済性）に基づき、CO2削減余地が大きい事業活動の段階において、削減効果
が高く費用効率的な対策（技術、設備・機器等）が確立されていないケースを特定し、未確立である原因を明確化する。そのうえで、今後こうした技術や設
備・機器等の早期の社会実装に向けて、技術開発や実証事業・モデル事業等必要な支援策のロードマップを策定する。

(１) CO2削減ポテンシャル診断・対策実施支援事業（1,700百万円）（継続）

（１）補助対象：



背景・目的

事業概要

2030年度に26％減のCO2排出削減目標の達成のためには、運輸部門からの
CO2排出量を３割削減する必要があり、自動車からの転換が不可欠である。

自動車からの転換を図るため、公共交通への転換、２次・３次交通の低炭素
化、自転車利用促進、鉄道車両等の省エネ・省CO2化を図る必要がある。

期待される効果

公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業（国土交通省連携事業）

公共交通へのシフトによる自動車の使用抑制及び渋滞緩和によるCO2排出削
減及び地域における公共交通へのシフトの取組をモデルを全国周知すること
による同種の取組の拡大
自動車から低炭素な交通機関、自転車利用への転換によるCO2削減
鉄道車両への低炭素化技術の導入促進によるCO2排出量削減
SiCインバータ等先進的技術の導入を加速し自律的普及を促進

地域の協議会における省ＣＯ２を目標に掲げた公共交通に関する計画の策定
及び当該計画に基づく取組の経費について支援する。
通勤及び業務等での自転車の利用、コミュニティサイクル整備等の自転車利
用環境整備に係る設備等の導入を支援する。
鉄軌道事業者における次世代半導体素子を用いたVVVFインバータ等の先進
的な省エネ機器や鉄道用高効率照明の導入及び中小鉄軌道事業者における省
電力化、低炭素化に資する設備等の導入について支援する。
ジオパーク等の観光地における低炭素な交通システムを構築するために必要
となる車両・設備等の導入を支援する。

事業スキーム

（補助率）
定額国 非営利法人

補助金

（補助率）
1/3、1/2、2/3 地方公共団体

民間団体等
補助金

平成29年度要求額
2,800百万円（新規）

事業内容

１ 低炭素化に向けた公共交通利用転換事業（継続）
自動車への依存度が高い地方都市部を中心に、公共交通ネットワークの

再構築や利用者利便の向上に係る面的な取組を支援し、自動車からＣＯ２
排出量の少ない公共交通へのシフトを促進する。
・間接補助対象：温対法、地域公共交通活性化再生法、エコまち法に基づ

く協議会に属する民間企業、民間団体、地方公共団体等
・補助割合：計画策定支援1/3、計画に基づく取組の支援1/2
・実施期間：平成26年度～平成29年度

２ 自転車利用環境の整備を通じた交通分野の低炭素化促進事業（新規）
自転車通勤あるいは業務利用等の自転車利用促進に係る企業の取組に

対し、整備に係る費用の一部を支援する。
地方自治体が主体となり取り組むコミュニティサイクルの整備に対し、

自転車の購入費及び利用設備整備に係る費用の一部を支援する。
・間接補助対象：地方公共団体、民間団体等
・補助割合：1/2
・実施期間：平成29年度～平成31年度

３ エコレールラインプロジェクト事業（継続）
鉄道車両に対して、エネルギーを効率的に使用するための先進的な省エ

ネ機器の導入や鉄道用ＬＥＤ等高効率照明の導入、中小鉄軌道事業者に対
する省電力化・低炭素化に資する機器の導入等、省電力化・低炭素化につ
いて計画的に取り組む鉄軌道事業者を支援する。
・間接補助対象：鉄軌道事業者及び省エネ機器を鉄軌道事業者にファイナ

ンスリースにより提供する民間企業（ただし、先進的な省エネ機器及
び鉄道用高効率照明以外の導入については中小鉄軌道事業者に限る）

・補助割合：1/3
・実施期間：平成25年度～平成29年度

４ 公共交通と連携した観光地の２次・３次交通の低炭素化促進事業（新
規）
観光地における交通機関について、低炭素な交通システムを構築するた

めに必要となる車両・設備等を補助することで、低炭素な２次・３次交通
のモデルを確立する。
・間接補助対象：地方公共団体、民間団体等
・補助割合：2/3
・実施期間：平成29年度～平成30年度



背景・目的

事業概要

事業スキーム

低炭素型の社会を目指し、マイカーへの依存度が高い地方都市部を
中心に、公共交通ネットワークの再構築や利用者利便の向上に係る
面的な取組を支援し、マイカーからＣＯ２排出量の少ない公共交通
へのシフトを促進する。

地域の協議会における省ＣＯ２を目標に掲げた公共交通に関する計
画の策定及び当該計画に基づく取組の経費について支援

マイカーから公共交通へのシフトによ
る自動車の使用抑制及び渋滞緩和によ
るCO2排出削減
地域における公共交通へのシフトの取
組をモデル事業として全国周知するこ
とで同種の取組を拡大

平成25年度予算
○○百万円

期待される効果

【補助対象者】
温対法、地域公共交通活性化再生法、エコまち法に基づく協議会
に属する民間企業、民間団体、地方公共団体等

【補助割合】計画策定支援 １／３、計画に基づく取組の支援 １／２

【実施期間】平成26年度～平成29年度

【補助の対象となる取組】
バス高速輸送システム（BRT）・次世代型路面電車システム（LRT）
を中心とした公共交通利用転換事業
１．基幹ネットワークの充実・利便性向上（BRT・LRTの導入等）
２．ネットワークの再編・拡充（支線の再編・拡充、乗り継ぎ円滑化等）

富山県高岡市 撮影:（公財）とやま環境財団

事業目的・概要等

イメージネットワークの再編・拡充
（支線の拡充・再編）

輸送力・輸送速度を向上させた幹線と、地域内
をきめ細かくカバーする支線とを組み合わせる
ことにより、利便性と運行効率性を高める。

市役
所

支線：本数増加・新線整備
幹線：輸送力向上・混雑緩和

ＢＲＴの導入

ネットワークの再編・拡充
（乗り継ぎ円滑化等）

乗り継ぎ抵抗を軽減し、シームレス
な運送サービスの提供を図る。

基幹ネットワークの充実・利便性向上
幹線の輸送力及び輸送速度を向上させ、
渋滞の防止、混雑率低下、定時性向上
等を図る。

ＬＲＴの導入

フィーダーバスとLRTの
シームレスな連携

マイカーよりも使い勝手のいい
公共交通体系

自動車の使用抑制及び
渋滞緩和によるCO2削減

低炭素化に向けた公共交通利用転換事業（国土交通省連携事業）
公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業のうち

低炭素化に向けた公共交通利用転換事業（国土交通省連携事業）

国 非営利法人
補助金

（補助率）
1/3、1/2 地方公共団体地方公共団体

民間団体等

（補助率）
定額

補助金



背景・目的 事業概要
健康・エコ志向を背景に通勤・通学等のシーン以外での自転車利用が拡大に加え、コ
ミュニティサイクルの増加に伴い、これまで自転車を利用しなかった層の利用機会が
拡大している。自転車利用によるCO2削減効果は、自動車等の他の交通手段と比較し
て効果の大きい有効なCO2削減対策手法であり、2030年度▲26％の削減目標の達成
の観点からも、自転車の利用拡大によるCO２削減の推進は非常に重要である。

本事業では、自転車利用を一層促進すべく、CO2排出量の少ない自転車を利用する取
組を支援し、自動車等の他の交通手段からの転換によるCO2 削減を目的とする。

期待される効果

自転車利用環境の整備を通じた交通の低炭素化促進事業（国土交通省連携事業）
公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業のうち

自転車利用環境の整備を通じた交通の低炭素化促進事業（国土交通省連携事業）

事業目的・概要等

イメージ

自転車利用に係る環境整備を通じ、自転車利用を促進し、車から自転車への転換を実
現し、自動車利用によるCO2を削減する。

従業員の通勤手段として自転車通勤の制度化、あるいは自転
車の業務利用等の自転車利用促進に係る取組に対し、車両本
体や駐輪場（民間整備に限る）整備に係る費用の一部を補助。
地方自治体が主体となり行うコミュニティサイクルの整備に
対し、車両や利用設備に係る費用の一部を補助。

事業スキーム

国 非営利法人
補助金

（補助率）
1/2

地方公共団体地方公共団体
民間団体等

補助金

地域の自転車利用環境を面的に整備し、
環境・社会便益の多い自転車の利用による車中心社会からの転換を実現

（定額）

自宅
最寄り駅

オフィス

オフィス

コミュニティサイクル＝

駐輪施設＝

商業施設

【実施期間】平成29年度～31年度



背景・目的

事業概要

事業スキーム

【補助対象】鉄軌道事業者及び省エネ機器を鉄軌道事業者に
ファイナンスリースにより提供する民間企業

（ただし、先進的な省エネ機器及び鉄道用高効率照明以外
の導入については中小鉄軌道事業者に限る）

【補助割合】１/３
【実施期間】平成25年度～平成29年度

一日６千万人の利用する鉄道で省電力化・低炭素化の先進
的な取組を進めることで、社会における省エネ・環境意識
の高まりに寄与。
また、鉄道は国民の日常生活・経済活動にとって重要であ
り、電力制限等の非常事態においても、できる限り正常な
運行を可能とすることが不可欠。
鉄道車両に対して、エネルギーを効率的に使用するための
先進的な省エネ機器の導入や鉄軌道車両へのLED照明の導
入、中小鉄軌道事業者に対する省電力化・低炭素化に資す
る機器の導入等、省電力化・低炭素化について計画的に取
り組む鉄軌道事業者を支援することで、鉄道の省電力化・
低炭素化技術の普及を促す。

鉄軌道事業者における次世代半導体素子を用いたＶＶＶＦ
インバータ等の先進的な省エネ機器や鉄軌道車両用LED照
明の導入及び中小鉄軌道事業者における省電力化・低炭素
化に資する設備等の導入を補助する。

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円
公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業のうち

エコレールラインプロジェクト事業（国土交通省連携事業）

事業目的・概要等

鉄道分野における低炭素化技術の導入を促進し、一層のＣＯ２排出量
削減に寄与する。
ＳiＣインバータ等先進的技術の導入を加速し自律的普及を促す。
（約１０年で新造電車におけるＳＩＣインバータ搭載車両数５，０００
両を目指す。（年間新造車両数の５０％超を目指す））

イメージ

鉄道駅

蓄電池車両の導入

架線

Ａ列車 Ｂ列車

付近に電車がいない場合
回生ブレーキで

発電した電力を蓄電
A列車が近づいた時に電力を供給

蓄電池装置の設置

車内灯のLED化

ブレーキ
使用時

加速時

蓄電池動力装置

充
電

蓄電池車両

ＳiＣ等次世代半導体素子を用いたＶＶ
ＶＦインバータの導入

電力回生

国 非営利法人
補助金

（補助率）
1/3

鉄軌道事業者等

（補助率）
定額

補助金



背景・目的 事業概要

期待される効果

事業目的・概要等

事業スキーム

国 非営利法人
補助金

（補助率）
2/3 地方公共団体

民間団体等

（補助率）
定額

補助金

国内の観光旅行者数は、前年同月比で増加傾向にあり、
特に、訪日外国人旅行者数は、2000万人の政府目標の達
成目前で、過去最高を記録。
増加する観光旅行者によるCO2排出を削減するためには、
交通分野での低炭素化が不可欠であり、また、地域の特
徴に応じた取組みを推進し、質の高い観光交流を行うこ
とは、地域経済を活性化させ、地方創生にも資する。 【実施期間】平成29年度～平成30年度

【補助対象となる取組】
鉄道、バス等の公共交通機関と連携した交通システム
であって、観光地における低炭素な２次・３次交通を
構築するもの。

ジオパーク等の観光地における交通機関について、低
炭素な交通システムを構築するために必要となる車
両・設備等の導入を支援することで、観光地における
低炭素な２次・３次交通のモデルを確立する。

観光地での交通機関観光地での交通機関

公共交通機関の利用促進及び観光地における低炭素な交通
機関の利用促進により、CO2排出等環境負荷を低減
低炭素な交通システムの構築にあわせて、地域の特徴に応
じた観光資源を活用することにより、地域経済を活性化

公共交通機関公共交通機関

公共交通の利用促進とあわせて、観光地に低炭素な交通システムを導入

低炭素な交通システムの構築を通じた低炭素社会の実現

公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業のうち

公共交通と連携した観光地の２次・３次交通の低炭素化促進事業（国土交通省連携事業）

イメージ



背景・目的 事業スキーム

事業概要

運輸部門CO2排出量の３割を占めるトラック・バス由来
CO2の削減のため、将来的な温暖化対策目標の達成に不可
欠となる先進環境対応トラック・バスの大量普及が必要。
トラック・バスの各クラスにおいて最も燃費性能のよい
先進環境対応車の普及初期の導入加速を支援。

期待される効果

先進環境対応トラック・バス（HV、EV、CNG、FCV）の
導入加速（32年度の新車販売中の比率約8%）
製造技術の改善や国際展開に資する。

先進環境対応トラック･バス導入加速事業
（国土交通省・経済産業省連携事業）

事業目的・概要等

国 補助事業者
（非営利法人）

バス・トラック
所有事業者

補助金

補助率:定額

補助金

補助率:定率

補助対象：トラック・バス所有事業者
（営業用車両にあっては大型天然ガストラック及び電気トラックに限る）
実施期間：平成28年度から3年間
補助額：標準的燃費水準の車両との差額の一定率

ハイブリッド車・天然ガス車：1/2、燃料電池車・電気自動車：2/3

燃費基準をさらに一定程度上回る先端的な燃費の要件に適
合した車種の導入を支援。
波及効果も含め、先進環境対応ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽの販売台数を
2020年に年62千台（総販売台数の8％）まで増加を図る。

2030年度に2013年度比26％の温室効果ガス削減を達成す
るためには、 自動車分野において、様々な普及施策により、
環境対応トラック・バス（EV, FCV, HV, CNG等天然ガス
車）について下表のとおり大幅な導入増加が必要。

（平成27年度自動車由来CO2排出量削減方策検討調査の試算）

販売台数（千台） EV FCV HV 天然ガス車

2012年 0 0 1.1 0.5 
2020年 17.4 0 23.6 20.9 
2030年 52.8 0.6 37.8 35.2 

先進環境対応トラック・バスの種類

対象とする車両
の環境性能※

29年度時点で想定されるもの

トラック バス

大型
最新の燃費基準
＋10％程度以上

高速走行CNG
FCV、EV、
HV、CNG

中型 同10％程度以上 HV PHV、EV

小型 同15％程度以上 HV、EV EV

※燃費基準が定義されないものについては、単位走行量あたりCO2
排出量により判断。

技術開発・実証

普及初期の
先進環境対応車

導入補助

本格普及期の
先進環境対応車

導入補助

基礎研究・基礎的
技術開発

先進環境対応車の普及の各段階

本事業は
この段階
を支援

燃料電池車

天然ガス車

ハイブリッド車

電気自動車

基本的にゼロエミッション車を含む、エコカー減税の
最も厳しい要件と整合する種類・モデルとする。

EVバス

大型
CNG
トラック0

50

100

150

2012 2016 2020 2030

販
売
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数
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平成29年度要求額

1,000百万円（1,000百万円）



物流システムは、わが国の経済・社会の維持・発展に不可欠な基盤
的システムの一つであるが、安全性や迅速性等、多様な考慮要素が
存在。
新たな温室効果ガス削減目標達成のためにも、物流分野における
CO2削減対策は重要な柱の一つ。
これまでは自動車を中心とする陸上輸送が主であったが、人口減少
や高齢化等社会状況の変化により、物流システムも転換期を迎えて
おり、このタイミングで低炭素価値を組み込むことが極めて重要。
この状況を捉えて、わが国の最先端技術も活用しつつ、鉄道等への
モーダルシフトをはじめとして、物流システム全体を低炭素型に転
換していく。

背景・目的

事業スキーム

期待される効果

従来、自動車を主としていた物流システムを、鉄道や海運を最大限
活用する低炭素型のシステムに再構築する。

平成25年度予算
○○百万円物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業（国土交通省連携事業） 平成29年度要求額

5,200百万円（3,700百万円）

1

国 地方公共団体
民間事業者等

非営利法人

（補助率）
1/3､1/2等

（補助率）
定額

補助金 補助金

概要

自動車輸送を中心とする物流システムから、鉄道や海運を最大限活
用するシステムへの転換、モーダルシフトによるCO2削減対策を促
進。
共同輸配送や閑散線区の活用など、物流システムの効率化による
CO2削減対策を促進。
倉庫や港湾等の物流拠点及びそこで用いられる荷役機器、輸送機器
等の単体設備を先端設備に更新することによるCO2削減対策を促進。

１ 高品質低炭素型低温輸送システムの構築促進事業（新規）
コールドチェーンの構築に必要な海上・鉄道の各貨物輸送用保冷コンテ

ナの導入を支援。
・間接補助対象：民間事業者
・補助割合 ：１／２
・実施期間 ：平成29年度～平成33年度

２ 宅配システムの低CO2化推進事業（新規）
宅配便再配達の削減に資するオープン型宅配ボックス

の設置等を支援。
・間接補助対象：物流事業者、ロッカー設置者・管理者
・補助割合 ：１／２
・実施期間 ：平成29年度～平成33年度

３ 効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業（一部新規）
旅客鉄道の貨物輸送への活用、モーダルシフトを促進する機器や、低炭

素型輸送機器等の整備を支援。また、物流拠点として重要である、港湾、
拠点貨物駅、物流倉庫等における荷役の効率化・低炭素化を図る設備の導
入を支援。
・間接補助対象：物流事業者、民間事業者、地方自治体等
・補助割合 ：詳細は別紙
・実施期間 ：詳細は別紙

４ 産業車両の高性能電動化促進事業（継続）
産業車両の高性能電動化に向けて、急速充電や高回生化に対応した電動

フォークリフトの導入を支援。
・間接補助対象：民間事業者等
・補助割合 ：エンジン車との差額の1/3
・実施期間 ：平成28年度～平成30度

事業内容



農林水産物・食品等の冷蔵・冷凍を要する貨物の物流（コールド
チェーン）においては、輸送量の季節変動性や片荷性、冷蔵・冷
凍という特殊性、厳格な鮮度維持の必要性等から積載率が低い状
態。
海上・鉄道の大量輸送機関を利用したコールドチェーンの効率化
についても、輸送時間や冷蔵・冷凍コンテナの汎用性の低さ等に
より進んでいなかった。
一方で、輸送中の農林水産物・食品等の鮮度を保持する技術開発
等が進みつつあり、それら新技術等の活用により冷蔵・冷凍コン
テナ輸送を高品質化し、コールドチェーン全体の効率化・低炭素
化を図ることが可能。

背景・目的

事業概要

事業スキーム

補助対象：民間事業者 補助割合：１/２
実施期間：平成29年度～33年度

新技術等による新たな物流コールドチェーンの構築促進事業
＜補助対象設備＞
・海上・鉄道の各貨物輸送用保冷コンテナ

期待される効果

コールドチェーンにおける海上・鉄道の大量輸送機関を利用した
コンテナ輸送へのモーダルシフトが促進され、低炭素化が図られ
る。
補助事業の取組を生産者や小売・流通企業等の荷主等にも周知徹
底し、効率化・低炭素化の理解を促進することで、さらなる取組
の拡大が期待される。

物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業のうち

高品質低炭素型低温輸送システムの構築促進事業

事業目的・概要等 イメージ

（鮮度保持技術を活用した冷蔵・冷凍コンテナ輸送）（鮮度保持技術を活用した冷蔵・冷凍コンテナ輸送）

（現状）（現状）
農林水産物・食品等の輸送では少量多頻度輸送に
より積載率が低い状態

生産地

漁港

加工場

卸売市場

小売・飲食店

鮮度保持機能を有する冷蔵・冷凍コンテナを導入
海上・鉄道の大量輸送機関を利用することで、コールドチェー
ンの全体の低炭素化を図る

（１）海上用鮮度保持コンテナ

（２）鉄道用鮮度保持コンテナ

① 高電圧の通電による
鮮度保持

② エチレンガスの分解・
除去による鮮度保持

【鮮度保持技術の例】

特殊な静電エネルギー
による鮮度保持

【鮮度保持技術の例】

2

平成29年度要求額
5,200百万円（3,700百万円）
うち500百万円（新規）



物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業のうち

宅配システムの低ＣＯ２化推進事業

オープン型宅配ボックスの普及促進事業
＜補助対象設備＞オープン型宅配ボックス、情報処理・配送

管理システム 等

電子商取引（ＥＣ）の急速な発展により、宅配便取扱個数が
年々増加する一方で、約２割の荷物が再配達となっている。
今後、CO2排出量の増加やドライバー不足がいっそう深刻化
することが想定されるため、自宅でなくとも商品を受け取る
ことができる宅配ボックス等の受取方法の多様化を促進する
ことで、宅配便再配達の削減を図る。
特定の会社でなくとも利用できる「オープン型」の宅配ボッ
クス整備等に対して補助を行い、それらを再配達の多い地域
の駅・コンビニ等の公共スペースやオフィス、マンションへ
の集中的な面的設置を図る。これまで再配達に要していたト
ラック輸送の減少が実現する。

背景・目的

事業概要 事業スキーム

補助対象：物流事業者、ロッカー設置者、ロッカー管理者
（リース又は公共施設等の所有者）
補助割合：１/２
実施期間：平成２９年～平成３３年

期待される効果

補助制度を通じて、今後、オープン型宅配ボックスの駅等公
共的スペースへの設置や特定エリアへの集中的な設置を行う。
また、これらの取組を物流業界だけでなく広く社会に対して
周知徹底することで、一般消費者の認識の改善へつながり、
不要な再配達の削減がさらに促進される効果が想定される。
もって、CO2排出量の削減及び省エネルギーの推進に資する。

事業目的・概要等 イメージ〇駅やコンビニ等の公共スペースやオフィス、
マンション等に設置した「オープン型ロッカー」を
利用して、希望の時間に荷物が受け取れる。

〇競合他社が、企業の枠を超えて連携を行い面的にオープン型ロッ
カーを設置、管理する場合などを支援対象とする。

Ａ社 Ｂ社

Ｃ社

連 携

Ｄ社複数社で
共同利用

情報システムのネットワーク化

平成29年度要求額
5,200百万円（3,700百万円）
うち1,000百万円（新規）



背景・目的

事業概要

物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業のうち
効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業

事業目的・概要等

事業スキーム

● 鉄道、内航海運、各輸送機関において、輸送能力・燃費等単体性能の向上等を促進することにより輸送過程における低炭素化を目指す。
● 物流拠点として重要である、港湾、拠点貨物駅、物流倉庫（営業倉庫・公共トラックターミナル）において、以下の支援を実施。

● 運輸部門におけるCO2排出量は、日本全体の約2割を占めており、その１／３以上を物流関係が占めていることから、物流分野における
CO2排出抑制対策は極めて重要。

● そこで、物流の要である物流拠点等の低炭素化と物流の効率化を総合的に支援することで、低炭素化を促進させる。

4

（ア）低炭素型輸送機器等の整備促進事業（新規）

（イ）鉄道貨物輸送へのモーダルシフトモデル構築事業（継続）

（ウ）モーダルシフトの促進等による低炭素型物流システム構築事業 （継続）

（エ）船舶・港湾の連携による低炭素化促進事業（新規）

（オ）拠点貨物駅の効率性向上・低炭素化促進事業（新規）

（カ）災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推進事業（ H28年度からの継続事業のみ）

（キ）物流拠点の低炭素化促進（継続）

期待される効果

● 輸送能力・燃費等単体性能の向上に資する設備への補助を行うことで、環境性の高い新型設備への買換えを加速
● 鉄道・海上輸送へのモーダルシフトを促進することにより、CO2排出量削減及び労働力不足対策に貢献
● 旅客鉄道を活用した貨物輸送や共同輸配送等の取組を支援し、新しい低炭素型の物流体系を構築
● 鉄道及び内航における荷役の効率化・低炭素化が図られる。またリードタイム短縮から荷主へのPRにもつながり、モーダルシフトも促進
● 物流拠点においても作業の効率化・低炭素化を促進させることで、新しい低炭素型の物流体系を構築し、物流輸送過程における総合的な

低炭素化を実現

● 補助対象：物流事業者、民間事業者、地方自治体等
● 補助割合：詳細別紙
● 実施期間：詳細別紙

平成29年度要求額
5,200百万円（3,700百万円）
うち3,500百万円（3,300百万円）



● 鉄道、内航海運、各輸送機関において、輸送能力・燃費等単体性能の向上等を促進することにより輸送過程における低炭素化を目指す。

● 運輸部門の排出量の割合は日本全体の17.2％を占めるなど極めて大きいため、運輸部門のCO2排出量を総合的に削減する。

背景・目的

事業概要

期待される効果

● 輸送能力・燃費等単体性能の向上に資する設備への補助を行うことで、環境性の高い新型設備への買換えを加速させる。
● 鉄道・海上輸送へのモーダルシフトを促進することにより、CO2排出量削減及び労働力不足対策に貢献する。
● 旅客鉄道を活用した貨物輸送や共同輸配送等の取組を支援し、新しい低炭素型の物流体系を構築する。

平成25年度予算
○○百万円効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業（ア）

物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業のうち
効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業（ア）

事業目的・概要等

イメージ（ア）低炭素型輸送機器等の整備促進事業 【1,200百万円（新規）】

①鉄道における低炭素機器導入

②船舶における低炭素機器導入

低燃費ディーゼル主機

CFRPプロペラ

従来の入換機関車より環境性能が大幅に向上。
・窒素酸化物排出量：61%低減
・燃料消費量：36%低減
・騒音レベル：22dB低減
・単体性能として、燃料消費量36％改善、

年間約125t-CO2/台 削減

【ハイブリッド車両等環境性能の高い機関車】
（HD300形式）

補助対象：物流事業者、地方自治体 等
補助割合：1/2
実施期間：平成29～33年度

5

【ＥＦ８１】 【ＥＦ５１０】

【大量牽引が可能等高性能機関車】

約10%UP

600けん引トン 650けん引トン

【新型コンテナ貨車】

従来の貨車に比べて、以下の利点がある。
・高速走行が可能
・床面が低く、背高コンテナの積載が可能なため、

積載率が向上
・モーダルシフト推進効果として、年間約120t-CO2/台 削減

【省CO2化に向けた省エネ機器等への交換等】

・単体性能として、年間電気使用量3.5％削減
・モーダルシフト推進効果含め、年間約1,600 t-CO2/台 削減

・燃料消費量 約3％ 削減
・年間約80t-CO2/基 削減



平成25年度予算
○○百万円効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業（イ）、（ウ）

物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業のうち

効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業（イ）、（ウ）

イメージ

（ウ）モーダルシフトの促進等による低炭素型物流システム
構築事業 【750百万円（継続）】

（イ）鉄道貨物輸送へのモーダルシフトモデル構築事業
【100百万円（継続）】

②鉄道・海上輸送への転換促進事業
トラクターヘッド、トレーラーシャーシ、大型荷役機器等の導入経費を補助

（共同輸配送のイメージ）

①共同輸配送促進事業
車両、輸送機材、荷役機器、情報機器等の導入経費を補助

【ＥＦ８１】

before

拠点A
配送先

事業者ごとに個別に輸送

○○トン

▲▲トン
拠点B

after 荷物を集約し、地下鉄等旅客鉄道で輸送

○○＋▲▲トン集約
拠点 配送先

垂直式・階段式搬送機、車両改造、牽引車等の導入経費を補助

駅 駅 駅
転換 転換

（トラック輸送から、内航輸送への転換）

（トラック輸送から、鉄道輸送への転換）

○旅客鉄道を活用した貨物輸送の促進

補助対象：物流事業者、地方自治体 等
補助割合：1/3
実施期間：平成28～30年度

補助対象：物流事業者 等
補助割合：1/2
実施期間：平成25～29年度
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事業概要

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業（エ）、（オ）

物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業のうち
効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業（エ）、（オ）

事業概要等 イメージ

事業スキーム

● 物流拠点として重要である、港湾、拠点貨物駅において、以下
の補助を行う。

（エ）船舶・港湾の連携による低炭素化促進事業
【150百万円（新規）】

船舶及び港湾における係船・荷役に係る作業効率化・低炭素化に
向け、設備・機械の導入に関する連携した支援を同時に行うことで、
海上陸上の物流システムが接続する拠点における総合的な低炭素化
を実現する。

（オ）拠点貨物駅の効率性向上・低炭素化促進事業
【150百万円（新規）】

駅容量を拡大するとともに、効率的荷役方式への転換を促進。

● 鉄道及び内航における荷役の効率化・低炭素化が図られる。また
リードタイム短縮から荷主へのPRにもつながり、モーダルシフト
も促進する。

● そして、輸送方法に加え、物流拠点においても作業の効率化・低
炭素化を促進させることで、新しい低炭素型の物流体系を構築し、
物流輸送過程における総合的な低炭素化を実現する。

（エ）
● 補助対象：物流事業者、民間事業者等
● 補助割合：１／２
● 実施期間：平成29年度

船舶及び港湾

拠点貨物駅

（オ）拠点貨物駅の効率性向上・低炭素化促進事業（新規）
・低炭素型の高速荷役機器

（フォークリフト→門型クレーン：荷役方式の転換）
年間の軽油使用量96％削減 モーダルシフト推進効果含め約7,600t-CO2 削減

門型クレーン

（エ）船舶・港湾の連携による低炭素化促進事業（新規）
・係船の効率化設備・装置（高性能係船装置等）、電力供給設備
・高効率な荷役機器
→係留時間短縮、定時制確保、CO2排出量削減等

ローディングアーム
（石油・ケミカル）
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電力消費量20％削減、
年間約116t-CO2/基
削減

重油不要となり、
年間約378t-CO2/基
削減

燃料消費量 62.5％削減、
年間約135t-CO2/基
削減

燃料不要（荒天時）となり、
年間約129t-CO2/台削減

電力供給設備

（オ）
● 補助対象：物流事業者、民間事業者等
● 補助割合：１／４
● 実施期間：平成29年度～平成33年度



事業概要

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業（カ）、（キ）

物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業のうち
効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業（カ）、（キ）

事業概要等 イメージ

事業スキーム

● 物流拠点として重要である、港湾、物流倉庫（営業倉庫・公共
トラックターミナル）において、以下の補助を行う。

（カ）災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推進事業
【750百万円（ H28年度からの継続事業のみ）】

港湾地域における低炭素で高効率な荷役機械の導入により、荷役
作業に伴う低炭素化を図る。

● 物流拠点において作業の効率化・低炭素化を促進させること
で、新しい低炭素型の物流体系を構築し、物流輸送過程にお
ける総合的な低炭素化を実現する。

（カ）災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推進事業（継続）
● 補助対象：民間事業者等
● 補助割合：１／３
● 実施期間：平成24年度～平成29年度

（キ）物流拠点の低炭素化促進（継続）
● 補助対象：物流事業者等
● 補助割合：１／２又は１／３
● 実施期間：平成25年度～平成29年度

港湾（H28年度からの継続事業のみ）

（キ）物流拠点の低炭素化促進事業

物流拠点の効率化促進（太陽光パネル、垂直型連続運搬装置等）

（カ）災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推進事業

高効率な荷役機械等
（電動型トランスファークレーン、ＨＢ型ストラドルキャリア等）

→荷役時間短縮による係留時間の短縮、物流の効率化等

設備の省エネ化による電力消費量削減
＋

物流業務の効率化による１貨物あたりの業務に係る電力消費量等削減
⇒CO2排出量削減

物流施設（営業倉庫等）
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→港湾における各種設備
のうち低炭素で先進
的な荷役機械等を中
心に支援を実施

＜CO2排出量削減効果（約75％）＞
約166t/年･機 → 約40t/年･機
※博多港における事例（平成23年度）

＜CO2排出量削減効果(約32％削減) ＞
約162t/年･機 → 約110t/年･機
※博多港における事例（平成23年度）

･電動型トランスファークレーン ･HB型ストラドルキャリア

（キ）物流拠点の低炭素化促進【400百万円（継続）】
物流の中核となる施設において、低炭素化設備に資する物流

設備と物流業務の効率化を一体的に実施する事業に支援。



背景・目的

事業概要

事業スキーム

間接補助対象者：民間事業者等
補助割合 ：電動産業車両（電動フォークリフト）

エンジン車との差額の1/3
実施期間 ：平成28年度～平成30年度

新型電動フォークリフトの導入に係る事業費の一部を補助

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円

物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業のうち

産業車両の高性能電動化促進事業（国土交通省連携事業）

事業目的・概要等 イメージ

（図1）電動化の低い3.0t以上のFL販売 比率(2013年)
（(一社)日本産業車両協会提供）

【従来型電動フォークリフトの課題】
課題①1回の満充電で使える時間が短い。(4-6時間)
課題②バッテリーの満充電に時間がかかる。(10-12時間)
⇒急速充電、高回生化が解決策

（図2）新型電動フォークリフト例
（※Li-ion電池搭載(3.0t,3.5t,4.0t)）

【解決策①】一充電当たりの稼働時間の延長を実現
⇒キャパシターやリチウムイオン電池を搭載して、エネ

ルギー回生効率を向上させ、エネルギーを効率的に

使用することで、鉛蓄電池のみ搭載した車より稼働時

間を最大2倍まで延長

【解決策②】充電時間の短縮、急速補充電の実現
⇒蓄電池と急速充電機能を搭載（1時間程度の急速補

充電でバッテリー容量の最大60%まで回復が可能）

9

（鉛蓄電池式）

● 運輸部門におけるCO2排出量は日本全体の排出量の約２割を占め
ており、その1／3以上を物流関係が占めていることから、物流分野
におけるCO2排出抑制対策は極めて重要。

● 産業車両の電動化は、 CO2排出抑制に大きな効果がある。しかし
ながら、鉛蓄電池による従来型のフォークリフトにおいては、1回
の満充電で使える時間が短い等の課題があり、電動車両のシェアの
のびが頭打ちとなっている。特に中高出力帯においては電動車両の
販売シェアが著しく低いままである。このため、急速充電、高回生
化等により従来型電動フォークリフトの課題を解決する新型の高性
能電動フォークリフトの導入を促進し、フォークリフトのCO2排出
抑制に大きな効果を得る。

● 電動フォークリフトの導入加速によるCO2排出
抑制対策の強化と電気自動車の普及・促進

● エンジン車両から電動車両への転換による自動車
排出ガスの削減

平成29年度要求額
5,200百万円（3,700百万円）
うち200百万円（400百万円）



補助金

補助率:定額
補助金

補助率:1/3、1/2

背景・目的 事業概要・事業スキーム

補助対象：中小トラック運送業者 実施期間：平成29年度から3年間
補助額 ：標準的燃費水準の車両との差額の1/3

ただし燃費の劣る旧型車両の廃車を伴う場合は同1/2
補助要件：低炭素型ディーゼルトラック（大・中型は2015年度燃費基準

＋5%以上、小型は同＋10％以上達成車）の導入
エコドライブの実施を含む継続的取組体制構築を求める。

（補助要件について、高いCO2排出削減効果を得る観点から、燃費レベル
の実態等を踏まえて年度ごとに必要に応じて見直し）

期待
される
効果

低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業
（国土交通省連携事業）

事業目的・概要等

国 補助事業者
（非営利法人）

中小トラック
運送業者

平成29年度要求額
2,965百万円（新規）

各種推進施策による次世代型車両の普及拡大を
図っても、 2030年時点でトラック保有車の
約9割をディーゼル車が占めると見られる。
⇒ ディーゼル保有車の燃費水準の改善が必要

年度

トラック販売比率 トラック中
ディーゼル車
保有比率次世代車 ディーゼル車

2012年 0.3% 99.7% 99.8%
2020年 8.2% 91.8% 96.8%
2030年 16.6% 83.4% 88.6%

※次世代型車両：ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車、電気自動車、燃料電池車、天然ガス車
（平成27年度自動車由来CO2排出量削減方策検討調査の試算）

事業用トラックの各燃費水準の車両比率(%)
（H27年1~3月新規登録車両情報より）

H26
新規登録車
（普通車）
に占める
比率％

2015年度燃費基準

＋5%
達成以下

＋5～
10%
達成車

＋10%
以上
達成車

小型 66.6 12.1 21.3

中型 96.1 3.7 0.1
大型 68.7 31.3 0.0

運輸部門CO2削減目標
（温暖化対策計画案）
2013→30年 27.6%減

【燃費規制】
2015年度燃費基準以降の
新基準は未策定。
新基準策定後も目標年度
までは現行基準適合車が
販売可。

現行の燃費規制に加
えて、燃費水準が
トップクラスの車両
の普及促進施策によ
り、燃費水準の改善
が必要。

排出量の約2割は営業用トラック由来
台数の約9割はディーゼルトラック

ディーゼルトラック販売車に占める低炭素型車両の比
率向上（平成31年度の比率39％※以上）
燃費改善の取組体制構築により、全ての保有車につい
て継続的な燃費改善に取り組む経営への転換を図る。

※平成26年度末19.4％

トラックは運輸部門CO2排出量の約3割を占めるが、
排出負荷が高い一方で、性能の特性から乗用車に比べ
次世代型車両の大量普及が困難で、当面、保有車の
9割程度をディーゼル車が占める。
平成26～28年度の中小トラック運送業者向け低炭素
化推進事業では燃費の劣る旧型車両の代替促進を図っ
た（26～27年度補助実績6,654台）。今後は更新需要
をトップクラスの燃費レベルに誘導し、保有車の燃費
水準向上を図る。

トップクラス燃費水準への移行促進
（26年度保有車中1.4%→31年度11%以上）

走行距離が長く運搬効率の高い運送業者で、資力
の乏しい中小業者を対象に、低炭素型ディーゼルト
ラックの導入を集中的に支援し、トラック保有車中
の低炭素型ディーゼルトラックの比率を平成31年度
末11%※以上とする。（※26年度末1.4%）

事業
概要



背景・目的

水素は、利用時においてCO2を排出せず、再生可能エネルギー等のエネ
ルギー貯蔵にも活用できることから、地球温暖化対策上重要なエネル
ギーである。
一方、水素は化石燃料から製造する場合が多く、製造の過程等でCO2が
排出されている。そのため低炭素な水素の利活用を推進する必要がある。
また、水素設備単体の導入が先行し、本格的な水素市場の拡大に不可欠
な水素サプライチェーン及びそれを低炭素化する技術が確立していない。
このため、地球温暖化対策の観点からは、再生可能エネルギー等を活用
した波及効果・事業性の高い水素サプライチェーンの確立が重要。
さらに、低炭素な水素社会を実現し、燃料電池自動車の普及・促進を図
るため、再エネ由来の水素ステーションの導入及び産業車両における燃
料電池車両の導入の加速化が必要。

事業概要
（１）水素利活用CO2排出削減効果等評価・検証事業
水素の製造から利用までの各段階の技術のCO2削減効果を検証し、サプライ

チェーン全体で評価を行うためのガイドラインを策定する。また、CO2削減を
実現するための地域の特性を活かした水素の利活用方策等について調査を行い、
低炭素な水素利用の推進を図る。

（２）地域連携・低炭素水素技術実証事業
地方自治体と連携の上、地域の再生可能エネルギーや未利用エネルギーを活用

した水素サプライチェーンを構築し、先進的かつ低炭素な水素技術を実証する。
そして、低炭素な水素サプライチェーンのモデルを確立させる。

（３）地域再エネ水素ステーション導入事業【経済産業省連携事業】
低炭素な水素社会の実現と、燃料電池自動車の普及・促進のため、再エネ由来

の水素ステーションを導入する。

（４）水素社会実現に向けた産業車両における燃料電池化促進事業
燃料電池車両の普及・促進のため、空港等へ燃料電池産業車両を導入する。期待される効果

今後導入拡大が予想される水素のCO2削減効果の評価手法確立及び低炭素
化促進によるCO2排出削減対策の強化
地域における低炭素な水素サプライチェーンの水平展開
100箇所程度の再エネ由来水素ステーションの導入とともに、燃料電池産
業車両を導入することによる低炭素な水素社会の実現と燃料電池車両の普
及・促進

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円再エネ等を活用した水素社会推進事業（一部経済産業省連携事業）

事業目的・概要等

イメージ

事業スキーム

平成29年度要求額
9,000百万円（6,500百万円)

低炭素な水素社会の実現と、
燃料電池自動車の普及・促進のため、
再エネ由来の水素ステーション、
燃料電池フォークリフトを導入

気体圧縮貯蔵
液化貯蔵 化学貯蔵

燃料電池バス

燃料電池
燃料電池自動車

製造製造 輸送・貯蔵輸送・貯蔵 利用利用

H2

低炭素な水素サプライチェーンを地域に実装し、
CO2削減効果の検証、先進的技術の確立と

普及拡大に必要なコスト・技術条件等の洗い出しを行う

低炭素な水素サプライチェーンを地域に実装し、
CO2削減効果の検証、先進的技術の確立と

普及拡大に必要なコスト・技術条件等の洗い出しを行う

再生可能エネルギー
＋

水電解

風力発電

小水力発電

使用済プラスチック
⇒ガス化

未利用エネルギー

H2 H2

(1)(2) (3)(4)

国 民間団体等
委託

国 民間団体等

（補助率）
3/4、1/2

補助

非営利
法人

（補助率）
定額

補助

実施期間：(1) (2) (3) 平成27年度から平成31年度まで
(4)               平成28年度から平成31年度まで



事業スキーム

委託・補助対象：民間団体、公的研究機関、大学等
実施期間：平成25年度～平成34年度
補助率：最大１／２

背景・目的

2030年までの温室効果ガス26%削減の達成に向け、あらゆる
分野において更なるCO2排出削減が可能な技術を開発し、早期
に社会実装することが必要不可欠。一方、民間に委ねるだけで
は、必要なCO2排出削減技術の開発が十分に進まない状況。
このため、将来の地球温暖化対策強化につながり、各分野にお
けるCO2削減効果が相対的に大きい技術の開発・実証を政策的
に進め、早期の実用化を図ることでCO2排出量の大幅な削減を
目指す。

事業概要

将来的な対策強化が政策的に必要となる分野のうち、現行の
対策が十分でない、または更なる対策の深掘りが可能な技術
やシステムの内容及び性能等の要件を示した上で、早期の社
会実装を目指した技術開発・実証を行う。
技術開発の必要性、実施体制・計画、開発目標、CO2削減効果
等を外部専門家により審査し、事業実施主体を選定。進捗管
理を強化し技術目標到達の確度を高めるため、開発の各段階
で技術成熟レベルを判定し、改善点等があれば指導助言、計
画の変更等を行うことにより、効果的・効率的な執行を図る。

期待される効果
将来的な地球温暖化対策の強化につながるCO2削減効果の
優れた技術を早期に社会実装し、社会全体のCO2排出量を
大幅に削減。
当該技術が社会に実装されることにより、平成42年度に
1,000万t-CO2の削減を目指し、約束草案の達成に寄与する。

平成25年度予算
○○百万円CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 平成29年要求額

6,500百万円（6,500百万円）

事業目的・概要等 イメージ

目的：再エネ由来水素による運輸部門省C02強化
内容： 70MPa小型水素ステーションの開発
コンプレッサーなしの70MPa高圧水電解システム
の開発、水素製造能力2.5kg/日
70MPa水素ステーションのパッケージ化

地球温暖化対策強化につながる技術開発・実証の例

目的：エネルギー転換部門の徹底的なCO2削減
内容：石炭火力へのバイオマス混焼技術の開発
バイオ改質炭の開発による既存微粉炭ボイラへの大
幅な混焼率の向上
原料種の拡大等による市場の創出

CO2排出大幅削減を通じた低炭素社会の実現

基礎研究

応用研究

技術開発
実証

地球温暖化対策を強化

対象の技術レベル領域 実用化実用化
社会実装

目的：上水道分野における省CO2強化
（浄水場等の未利用エネルギーの最大限活用）

内容：管路用高効率小水力発電システムの開発
管水路用水車の高効率化・低コスト化
設置面積半減、発電コントローラのパッケージ化



背景・目的

事業スキーム

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円

未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事業 平成29年度要求額
2,500百万円（1,900百万円）

事業目的・概要等

事業概要

委託対象：民間団体・大学等
実施期間：平成26年度～平成33年度

我が国の約束草案で示されたCO2排出量の2030年度26.0%削減目標
及び2050年80%削減目標を達成するために、将来の資源・環境制約
等からバックキャストし、未来のあるべき社会やライフスタイルを
実現するための技術を開発・実証し、将来に向け着実に社会に定着
させることが必要。
特に、将来にわたるエネルギー制約から、エネルギー消費が少なく
ても豊かな社会・ライフスタイルを早期に実現することが重要。本
事業により、社会全体の大幅なエネルギー消費量削減のキーとなる、
デバイス（半導体）を高効率化する技術イノベーションを実現する。

民生・業務部門を中心にライフスタイルに関連の深い多種多様な電
気機器（照明、パワコン、サーバー、動力モーター、変圧器、加熱
装置等）に組み込まれている各種デバイスを、高品質GaN（窒化ガ
リウム）基板を用いることで高効率化し、徹底したエネルギー消費
量の削減を実現する技術開発及び実証を行う。
（ノーベル物理学賞（LED）を受賞したGaN関連技術を最大限活用）
当該デバイスを照明、パワコン、自動車のモーター等へ実装し、エ
ネルギー消費量削減効果の検証を行う。並行して、量産化手法を確
立し、事業終了後の早期の実用化を図る。

平成33年度までに低転位密度の大口径・高品質GaN基板を活用した
高効率なGaNパワー・高周波・光デバイスの実証を目指す。
本技術の実用化により、様々な電気機器のエネルギー消費量を徹
底的に削減するとともに、エネルギー消費が少なくても豊かな社
会・ライフスタイルを実現する。

これまでの事業の主な成果

・GaN縦型ダイオードの性能として世界最高の
耐圧4.7kVを確認。

・実用化レベルのGaN基板上縦型ダイオードとして
世界最高の大電流動作（SiCと比較し電流密度4倍）
を実現。さらに、耐圧1.6kVの当該ダイオードに
おいて、低立ち上り電圧0.8Vかつ極めて低い抵抗
（SiCと比較して半減）を達成。

イメージ

高輝度

LED

高輝度

LED

サーバー
DC-DC
サーバー
DC-DC

技術開発の対象

超高効率
デバイス
超高効率
デバイス

GaN-LED
GaN

トランジスター
GaN

ダイオード

大電流・高耐圧パワーデバイス高効率光デバイス

徹底したエネルギー削減

パワコン

DC-AC

パワコン

DC-AC

変圧器
AC-AC
変圧器
AC-AC

ライフスタイルの変革

動力
モーター
DC-AC

動力
モーター
DC-AC

マイクロ波
発生装置
マイクロ波
発生装置

・各種照明
・ディスプレー

導入先
・自動車・電車
・変電所
・パワコン
・業務用加熱装置
・サーバー



背景・目的

事業概要
事業スキーム

（１）委託対象：民間団体等
実施期間：8年間（H26～33）

（２）委託対象：民間団体等
実施期間：7年間（H26～32）

二酸化炭素排出量を大幅に削減し、低炭素社会を実現するため
には、石炭火力発電所等への二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）
導入が求められる。
ＣＣＳの円滑な導入のためには、環境の保全や地元理解等に配
慮しつつ、調査・検討を進める必要がある。

（１）二酸化炭素貯留適地調査事業 (2,400百万円)
【経済産業省連携事業】
我が国周辺水域で、海底下地質の詳細調査を実施し、貯留性能、

遮蔽性能、地質構造の安定性、海洋環境保全等の観点から、二酸化
炭素の海底下貯留に適した地点の抽出を進める。

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円ＣＣＳによるカーボンマイナス社会推進事業（一部経済産業省連携事業）

事業目的・概要等

イメージ

＜年次計画＞
H26～28：広域調査
H27～30：詳細調査
H30～33：ボーリング調査

総合評価

H26～27：技術検討
H28～32：二酸化炭素分離回収

に係る技術実証、
制度検討等

二酸化炭素の貯留に
適した地層の調査

有害化学物質の放出を抑制可能な
二酸化炭素分離回収設備

（２）環境配慮型ＣＣＳ実証事業(3,600百万円)
昨年度までの成果を活用して、環境配慮型の二酸化炭素分離回収

設備を建設し、石炭火力発電排ガスから二酸化炭素の大半を分離回
収する場合のコスト、発電効率の低下、環境影響等の評価を行う。
また、海底下でのハイドレート形成による二酸化炭素漏洩抑制、

漏洩時の海底下貯留サイトの修復等、海底下に二酸化炭素を安定的
に貯留するに当たって重要となる事項について、課題抽出、対策検
討・整理を行う。
さらに、制度・施策検討等を通して、我が国に適したCCSの円滑

な導入手法を取りまとめる。

2021年までに二酸化炭素貯留適地を3ヶ所程度選定する。
また、2020年までの技術の実用化を目指し、石炭火力発電における
二酸化炭素分離回収に伴うコスト、発電効率の低下、環境影響等に
関する知見を得る。

平成29年度要求額
6,000百万円（6,000百万円）

遮蔽層
（泥岩など）
貯留層

（砂岩など）



背景・目的

事業概要

2030年度において2013年度比26％減の温室効果ガス排出削減を目標とする日
本の約束草案が決定され、当該目標の達成のためには、再生可能エネルギーの最
大限の導入が不可欠。

また、平成28年5月に閣議決定された地球温暖化対策計画においては、地域内の
再生可能エネルギー由来の電気・熱や未利用熱の最大限の活用が掲げられ、再生
可能エネルギー及び未利用エネルギーの最大限の導入・活用を目指している。

再生可能エネルギーについては、海に囲まれ、排他的経済水域第6位の我が国は、
とりわけ海洋再生可能エネルギーの大きなポテンシャルを有するが、潮流発電は
技術的に未確立で実用化の例はない。

一年中安定した発電が見込まれる潮流発電は、欧州では商用規模の実証実験の段
階。日本での早期実用化を見据え、技術の完成度を高め、商用スケールの実証を
通じ知見を集積し、コスト低減に向けた課題の整理及び対応策の検討を行うこと
で、潮流発電の導入を推進する必要がある。

未利用エネルギーについては、総体としては大規模なポテンシャルがあるものの、
自然環境中や工場等で用途無く放置・廃棄されている未利用熱に着目して、発電
等により低温域の熱源を活用できるよう技術開発が進められているところ。

高温域から摂氏80度程度の低温域の熱源については、その活用技術が実用化・
社会実装されているが、より低温域の熱源を効率的に活用できる技術については
未確立である。

大規模潜在エネルギー源を活用した低炭素技術実用化推進事業（一部経済産業省連携事業）

これまでの研究開発成果を踏まえ、漁業や海洋環境への影響を抑えた、日本の
海域での導入が期待できる国内初の商用スケール（500kW以上）の潮流発電シ
ステムの開発及び実証を行う。当該実証により、国内の導入に向け、難易度の
高い施工方法等を含む潮流発電技術及び発電システムを確立する。
摂氏80度程度以下の低温熱源に適した作動流体を選定し、当該作動流体を組み
込んだコスト効率的なバイナリー発電システムの開発及び実証を行う。当該実
証により、低温域の熱源を有効利用して電気として活用する技術を確立する。

平成29年度要求額
1,200百万円（900百万円）

事業内容

１ 潮流発電技術実用化推進事業（経済産業省
連携事業）（継続）
我が国の海象に適した潮流発電技術・メンテ

ナンス手法、漁業協調型の発電システム、建設
方法等環境負荷の低減及び環境アセスメント手
法の確立を目指す。
・実施期間：平成26年度～平成31年度

２ 低温熱源活用発電技術実用化推進事業（新
規）
摂氏80度程度以下の低温域の未利用熱源を電

気として有効利用できるコスト効率的なバイナ
リー発電システムを確立する。
・実施期間：平成29年度～平成31年度

期待される効果

平成31年度に500kW以上の潮流発電システム
を国内において実用化する技術を確立し、潮
流発電の導入による将来的な再エネ導入拡大
を目指す。
平成31年度に摂氏80度程度以下の低温域の未
利用熱源を発電によりコスト効率的に有効利
用できる低炭素技術を確立する。

事業スキーム
国 民間団体等

委託



背景・目的 事業概要

事業スキーム

委託対象：民間団体等
実施期間：平成26年度～31年度

我が国は、海洋再生可能エネルギーの大きなポテンシャルを
有するが、潮流発電は技術的に未確立で実用化の例はない。
一年中安定した発電が見込まれる潮流発電は、欧州では商
用規模の実証実験の段階。日本での早期実用化を見据え、
技術の完成度を高め、商用スケールの実証を通じ知見を集
積し、コスト低減に向けた課題の整理及び対応策の検討を
行うことで、潮流発電の導入を推進する。

これまでの研究開発成果を踏まえ、漁業や海洋環境への影響
を抑えた、日本の海域での導入が期待できる国内初の商用ス
ケール（500kW以上）の潮流発電システムの開発及び実証を
行う。当該実証により、国内の導入に向け、難易度の高い施
工方法等を含む潮流発電技術及び発電システムを確立する。

期待される効果

平成31年度に500kW以上の潮流発電システムを国内におい
て実用化する技術を確立し、潮流発電の導入による将来的な
再エネ導入拡大を目指す。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円潮流発電技術実用化推進事業（経済産業省連携事業）
大規模潜在エネルギー源を活用した低炭素技術実用化推進事業のうち

潮流発電技術実用化推進事業（経済産業省連携事業）
事業目的・概要等

イメージ

潮流発電は、太陽光等と異なり、一定した潮汐力により年間を
通じて安定した発電が可能で、系統への影響も小さい。
日本では海峡・瀬戸を中心として沿岸域に適地が存在。
欧州等海外で開発・実証が先行。国内での早期の商用化を図る。

基礎研究

応用研究

技術開発

技術実証

システム
実証

実用化海象調査
技術の確立
性能の向上等

実海域での実証
更なる技術の向上

１～２年目

３～６年目

事業計画 2015 2016 2017 2018 2019
環境影響等調査

エンジニアリング

技術実証

事業性評価

システムの確立
事業性評価

６年目

事業開始時点
の技術成熟度

我が国の海象に適した潮流発電技術・メンテナンス手法
漁業協調型の発電システム、建設方法等
環境負荷の低減及び環境アセスメント手法の確立を目指す。

安定した発電

漁業協調

環境負荷低減

導入加速化

潮流発電は世界で大きな期待を集める海洋再生可能エネルギー

潮流発電イメージ

出典：九電みらいエナジー株式会社



背景・目的 事業概要

事業スキーム

委託対象：民間団体等
実施期間：平成29年度～31年度

未利用エネルギーについては、総体としては大規模なポテン
シャルがあるものの、自然環境中や工場等で用途無く放置・
廃棄されている未利用熱に着目して、発電等により低温域の
熱源を活用できるよう技術開発が進められているところ。
高温域から摂氏80度程度の低温域の熱源については、その
活用技術が実用化・社会実装されているが、より低温域の
熱源を効率的に活用できる技術については未確立である。

摂氏80度程度以下の低温熱源に適した作動流体を選定し、当
該作動流体を組み込んだコスト効率的なバイナリー発電シス
テムの開発及び実証を行う。当該実証により、低温域の熱源
を有効利用して電気として活用する技術を確立する。

期待される効果

平成31年度に摂氏80度程度以下の低温域の未利用熱源を発
電によりコスト効率的に有効利用できる低炭素技術を確立す
る。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円低温熱源活用発電技術実用化推進事業
大規模潜在エネルギー源を活用した低炭素技術実用化推進事業のうち

低温熱源活用発電技術実用化推進事業
事業目的・概要等

イメージ

温水や蒸気、プロセス熱、排気ガス、ジャケット水等、豊富な
熱源が自然環境中や工場等で未活用のまま存在。
摂氏80度～120度の熱源までを対象としたバイナリー発電は実用
化段階にあるが、より低温域の熱源に適した技術・システムは
確立していない。

基礎研究

応用研究

技術開発

技術実証

システム
実証

実用化作動流体探索
タービン開発
システム設計

低温熱源での発電実証
更なる技術の向上

１～２年目

２～３年目

事業計画 2017 2018 2019
作動流体探索

システム設計

技術実証

事業性評価

システムの確立
事業性評価

３年目

事業開始時点
の技術成熟度

摂氏80度以下の低温域で動作する作動流体（冷媒）の探索
コスト効率的な発電システムの確立を目指す

豊富な熱源

安定発電

コスト効率化

導入加速化

自然環境中や工場等では大規模なエネルギーが未利用なまま

バイナリー発電
イメージ

出典：株式会社IHI

出典：株式会社神戸製鋼所



事業目的・概要等 イメージ

背景・目的

事業概要

事業スキーム

補助対象：民間団体等
補助割合：（１）2/3 （２）2/3
実施期間：平成28～30年度

洋上風力は、再生可能エネルギーの中で最も大きな導入ポテンシャ
ルを有する温暖化対策上不可欠なエネルギーであり、特に、ポテン
シャルの７割以上を占める浮体式洋上風力の普及が重要。
これまでの環境省における浮体式洋上風力発電の開発・実証により、
日本の気象・海象条件等に適合し高い安全性や信頼性を有する発電
システムの確立に成功した。
一方、自然環境と調和しつつ事業化を促進するためには、海域動物
や海底地質等を正確に把握し、事業リスクを低減させることが不可
欠である。
更に、本格的な普及には、設置コストの低減が重要であり、設置コ
ストに占める割合の大きい施工コストの低減が必要不可欠である。
これらの課題を克服し、低炭素型浮体式洋上風力発電の本格的な普
及を促進する。

期待される効果

施工の低炭素化・高効率化等による低炭素型浮体式洋上風力発電の
本格的普及により、再エネの大幅導入を実現。
本事業により洋上風力発電が普及することにより、2030年度に140
万t-CO2の削減を目指す。

低炭素型浮体式洋上風力発電低コスト化・普及促進事業 平成29年度要求額
3,000百万円（2,000百万円）

• 世界初のハイブリッド・スパー
型（浮体の一部にコンクリート
を用い、製造コストを低減）の
浮体式風力発電技術を確立

• 浮体・風車の挙動を正確に制御
し安定性を確保し、発電効率、
安全性・信頼性を向上

• 台風（風速53m/s、波高17m）
への耐性を確認

• 魚が集まる効果や海洋環境等へ
の影響が小さいことを確認

国内初2MW浮体式洋上風力発電機（１）洋上海域動物・海底地質等調査促進事業
洋上風力発電の事業化を促進するため、国内で実績がない効率的かつ
正確な海域動物・海底地質等調査を行い、当該調査手法を普及させる。
（２）低炭素型浮体式洋上風力発電施工手法低炭素・高効率化等促進

事業
特殊な大型作業専用船を用いず、施工の低炭素化や効率化等の手法を
確立し、標準技術として普及させる。

平成22～27年度の環境省実証事業により、国内初の浮体式洋
上風力発電機を開発・実証し、関連技術等を確立

事業リスクを低減するため、効率的かつ正確な洋上海域動
物・海底地質等調査手法の確立
更なる低炭素化・高効率化のため、施工の低炭素化手法や設
置コストに占める割合の大きい施工（係留・ケーブル敷設
等）コストを低減する施工手法を確立

本格的な普及のためには阻害要因の更なる低減・解消が必要

海域動物観測機器 施工クレーン台船

海域動物・海
底地質等観測
システムの実
海域での調査
手法を確立

洋上施工を低
炭素化・高効
率化する新た
な施工手法等
を確立



背景・目的

平成25年度予算
○○百万円

低炭素型の行動変容を促す情報発信（ナッジ）による家庭等の自発的対策推進事業 平成29年度要求額
2,000百万円（新規）

事業目的・概要等
効率の改善や革新技術の開発等の技術イノベーションを通じ
て、環境性能の高い技術や機器が社会に普及し、実装されつ
つあるが、技術や機器の利用方法は個々の利用者の行動様式
によって大きく異なるものであり、非効率的に使われる場合
等、高い環境性能が最大限に発揮されているとは必ずしも言
えない状況にある。
技術や機器の利用の段階での低炭素化のため、行動様式を低
炭素型へと抜本的に変化させるにはイノベーションの創出が
不可欠。
近年欧米では行動科学等の理論に基づくアプローチ（nudge
等）により国民一人ひとりの行動変容を直接促し、ライフス
タイルの変革を創出する取組が政府主導により政策的に行わ
れ、費用対効果が高く、対象者にとって自由度のある新たな
規制手法として着目されているが、我が国への持続的適用可
能性の検証が必要。

米国エネルギー省、ハーバード大学等との連携の下、以下の先進モデルの確立により
環境価値の実装された低炭素社会へのパラダイムシフトの実現を目指す。

家庭・業務・運輸部門等のCO2排出実態に係るデータを収集、解析し、個々にカス
タマイズしてフィードバックし、低炭素型の行動変容を促す等、CO2排出削減に資
する行動変容のモデルを構築。地方公共団体との連携の下、当該モデルの我が国へ
の持続的適用可能性の実証や我が国国民特有のパラメータの検証を実地にて行う。

日本型の行動変容モデルを構築し、平成33年度までに5地域程度で展開。
当該モデルの実用化により、低炭素型の行動変容を促し、平成42年度に380万t-
CO2の削減を目指す。

実施期間：平成29年度～33年度

国 民間団体等
委託

事業概要

期待される効果

事業スキーム

行動科学等を活用し、国民一人ひとりに配慮した
無理のない行動変容・ライフスタイルの変革 イメージ

CO2排出実態に係る
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ、ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

Nudge

CO2排出実態に係る
即時的なﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ、ｹﾞｰﾐﾌｨｹｰｼｮﾝ

ｴﾈﾙｷﾞｰ代金

Nudge

ｴﾈﾙｷﾞｰ
供給事業者

通信事業者
ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾊﾞ

ｾﾝｻｰ情報、ﾕｰｻﾞｰｲﾝｻｲﾄ
IoTの高度化（IoE化）

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ解析
人工知能学習

情
報
管
理
・
精
緻
化

地元企業

事業提携
地域活性化

環境性能の高い
製品開発

環境価値が
実装された
低炭素社会
へのパラダ
イムシフト

行動変容



背景・目的 事業概要

CLT等に代表される新たな木質部材を用いた建築物の省エネ・省CO2効果を

定量的に評価するため、CLT等を用いた建築物等の建設に必要な設計費、工

事費、設備費、省CO2効果等の定量的評価に係る計測費の一部を補助する。

CLT等を用いた建築物等の、従来工法と建設コストの比較、断熱性能や調湿

性等の省エネ・省CO2に資する性能の定量的に評価する。断熱性能や調湿性

能等の省エネ・省CO2性能については、既存断熱材等との比較、使用条件等

に応じたデータを定量的、網羅的かつ継続的に測定、解析し、今後のCLT等

を用いた建築物に展開する。

本評価を通じて、一次エネルギー消費量、エネルギー起源CO2排出削減効果

等を検証し、CLT等を用いた低炭素建築物等の普及促進につながる道筋をつ

ける。

木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業（農林水産省連携事業）

期待される効果

事業スキーム

平成29年度要求額
2,000百万円 （新規）

CLT等に代表される新たな木質部材を用いた建築物の断熱性や調湿性といっ

た省エネ・省CO2に資する性能の評価を通じて、CLT等を用いた建築物等の

省エネ、省CO2性のポテンシャルを定量的に把握する。

低炭素建築物の更なる普及を通じて、業務その他部門のエネルギー起源CO2

を大幅削減する。

2030年の削減目標達成のためには、業務その他部門から

CO2排出量の4割削減が求められている。

一方、CLT（Cross Laminated Timber）等に代表される新

たな木質部材による建築技術は確立しつつあるが、CLT等の使

用が建築物の省エネ・省CO2に与える影響について、定量的な

データは得られていない。そこで、高い省エネ・省CO2につな

がる低炭素建築物等の普及を促進するため、CLT等を用いたモ

デル建築物を建設し、その断熱性能をはじめとする省エネ・省

CO2効果について定量的に検証を行う。

補助対象 ：非営利法人（補助額：定額）

間接補助対象：CLT等建築物を建築、施工する者

補助対象経費：設計費、工事費、設備費、実証に係る

計測費等

補助率 ：85%(上限額：５億円)

事業実施期間：平成29年度～平成31年度

CLT等の輸送にかかるエネルギーも勘案し、CLT等の生産・加工地から近
い地域での案件を高く評価する。
本事業終了以降、２ヵ年度は継続して省エネ・省CO2性能に資するデータ
の取得を行う。
本事業を活用して施工されたCLT等を用いた建築物等については、イン
ターネット、広告、表示等を通じて積極的に情報発信を行うこととする。

CLT （Cross Laminated Timber）とは、ひき板を繊維方向
が直交するように積層接着したパネル
欧米を中心に住宅や商業施設などの壁や床の材料として普及
同面積のコンクリートと比較して軽い、施工が早いといった特
徴を有する。

CLTを用いた施工例CLTパネル例

補
助
金

୭



低炭素化のた
めの建設・実
証コストへの

補助

建
築
・
施
工
者

補助率 85%
（上限５億円）

定額

非
営
利
法
人

イメージ



環境調和型バイオマス資源活用モデル事業（国土交通省連携事業） 平成29年度要求額
1,300百万円（800百万円）

発電

熱供給メタン発酵
バイオマス
発電

液肥の発生

家畜糞尿・食物残さ等

散布

○家畜ふん尿や食物残さ等をバイオマス発電で有効活用。
○発生する液肥を処理する施設及び下水処理場において、発電した
電力及び発電の際の熱を活用し、施設を徹底的に省CO2化。

○液肥の適正処理による環境負荷の低減

省CO2かつ低環境負荷なバイオマス利活用モデルを
確立し、低炭素社会と循環型社会の同時達成に貢献

地下水への
影響の懸念

下水処理施設との
連携による適正処理

家畜ふん尿や食物残さ等を活用
するバイオマス発電では、液肥
による地下水汚染が顕在化する
例がある。

背景・目的

事業概要

事業スキーム
期待される効果

委託対象：地方公共団体、民間事業者
実施期間：平成28年度～平成30年度

CO2削減目標達成のため、地域資源を活用した再生可能エネルギー
導入拡大への期待が高まる中、家畜ふん尿や食品残さ等から得られ
るメタンを活用したバイオマス発電が展開されている。
こうしたバイオマス発電において生じる液肥は、これまで牧草地や
畑に散布して活用されていたが、近年、それによる地下水汚染が指
摘される例がある。
本事業は、こうした課題を解決しつつ、省CO2を同時に達成する新
たなバイオマス利活用モデルを実証・確立することを目的とする。

下水処理施設との連携による家畜ふん尿・食物残さ等のバイオマス
資源の省CO2かつ低環境負荷である新たな利活用モデルを確立し、液
肥による地下水汚染の課題解決モデルを示すことにより、潜在的に同
様の課題を抱える全ての自治体に対する波及効果が期待できる。

事業目的・概要等

イメージ

地域内に存在する家畜ふん尿や食物残さ等を活用したバイオマス発電
施設にて生じた液肥を下水処理施設で処理を行うことで、地域環境を
保全しつつ、当該発電施設で得られた電力・熱を下水処理施設等に供
給して省CO2化を図り、低炭素社会と循環型社会を同時達成する処理
モデルの構築を目指す。
液肥の処理に係るエネルギー消費量や発電電力及び熱の量、事業全体
でのCO2削減効果等、モデルの有効性の評価及び他地域への展開に必
要な実証を行う。

下水処理施設



セルロースナノファイバー（CNF）は、植物由来の次世代素材
であり（鋼鉄の５分の１の軽さで５倍の強度）、自動車や家電
等に活用することで軽量化の効果により、エネルギー効率が向
上し、地球温暖化対策に多大なる貢献が期待できる。
高耐熱バイオマスプラスチックは、耐熱性が要求される金属部
材を代替することで、軽量化による効果が期待できる。
様々な製品等の基盤となる素材にまで立ち返り、CNFやバイオ
マスプラスチック等の次世代素材について、メーカー等と連携
し、実機にCNF製品を搭載して削減効果検証、複合・成形加工
プロセスの低炭素化の検証、リサイクル時の課題・解決策検討
等を行い、早期社会実装を推進する。
社会実装にむけて、自動車、家電、住宅・建材等の各分野にお
いてモデル事業を実施し、CO2削減効果の評価・検証、関連す
る課題の解決策について実証を行う。

※バイオプラの耐熱温度は最大で425℃
バイオプラ（高耐熱）

事業目的・概要等

事業スキーム

期待される効果

「CNF、バイオマスプラスチック等の次世代素材の社会実装」に
よる大幅な省CO2など大胆な低炭素化の推進
（自動車の車体の10％軽量化等）

平成25年度予算
○○百万円（経済産業省・農林水産省連携事業）

セルロースナノファイバー（CNF）等の次世代素材活用推進事業
（経済産業省・農林水産省連携事業）

平成29年度要求額
4,400百万円（3,300百万円）

事業概要

（１）社会実装に向けたCNF活用製品の性能評価モデル事業（3,700百万円）
国内事業規模が大きく、CO2削減ポテンシャルの大きい自動車（内装、
外板等）、家電（送風ファン等）、住宅・建材（窓枠、断熱材、構造
材等）、再エネ（風力ブレード等）、業務・産業機械等（空調ブレー
ド等）においてメーカーと連携し、CNF複合樹脂等の用途開発を実施
するとともに、社会実装にむけて実機にCNF製品を搭載し活用時の
CO2削減効果の評価・検証する。

（２） CNF複合・成形加工プロセスの低炭素化対策の実証事業（300百万円）
CNF樹脂複合材（材料）を製造する段階でのCO2排出量を評価し、
その削減対策を実証する（乾式製法）。CNF樹脂複合材（材料）を、
部材・製品へと成形する段階でのCO2排出量を評価し、その削減対策
を実証する。

（３）バイオマスプラスチックによるCO2削減効果の検証（200百万円）
耐熱性が要求される各種機械製品について、金属部材等を、高耐熱バ
イオマスプラスチックにより代替することの実現可能性及びCO2削減
効果を検証する（自動車エンジン周りの部材、家電、業務・産業機械
の部材等）。

（４）リサイクル時の課題・解決策検討の実証事業（200百万円）
CNF樹脂複合材（材料）を製造する段階での易リサイクル性、リサイ
クル材料の性能評価等を行い、解決策について実証する。

委託対象：民間団体等

事業イメージ

（１）社会実装に向け
たCNF活用製品の性能評
価モデル事業

（２）CNF複合・成形
加工プロセスの低炭素
化対策の実証事業

（４）リサイクル時
の課題・解決策検討
の実証事業

CO2大幅削減のためのCNF導入拡大戦略の立案

製造 活用（使用） 廃棄製造 活用（使用） 廃棄

（３）バイオマスプラスチックによるCO2削減効果の検証

実施期間：平成27～32年度

（出典：ナノセルロースフォーラム）

セルロースナノファイバー

自動車（内装材や外板等） 家電（送風ファン等）
住宅・建材

（窓枠・断熱材・構造材等）

再エネ
（風力ブレード等）

業務・産業機械
（空調ブレード等）



廃棄物発電の増強に

有効な方策・ツール

を実証・検討

廃棄物発電の高度

化方策をマニュア

ル等により市町村

に示す

マニュアル等を参考に、

各市町村が廃棄物発電の

導入・増強方策等を実施

事業目的・概要等 イメージ

背景・目的

事業概要

事業スキーム

東日本大震災以降、エネルギー戦略が見直され、分散型電
源かつ安定供給可能な廃棄物発電の果たす役割への期待は
大きい
一方で、廃棄物焼却施設における発電効率が諸外国に比べ
て低いなど、ポテンシャルを十分に発揮できていない
地域のエネルギーセンターとして機能を高めるには、電力
システム改革に対応し、廃棄物発電による電力供給を安定
化・効率化するとともに電力を地産地消する新たなスキー
ムの構築が必要
また、廃棄物エネルギーの利活用のさらなる高度化のため
には、廃棄物処理システムの計画にあたって一体的に検討
する枠組みが不可欠

（１）廃棄物発電のネットワーク化ＦＳ事業（150百万円）
（２）廃棄物エネルギー地域利活用計画策定検討等事業

（60百万円）

期待される効果

自立分散型システム形成をめざした、廃棄物発電・熱利用
の深化（平成25～29年度に整備された廃棄物発電設備の発電効率21%）
（本事業効果も相まって、2030年度における一般廃棄物焼却施設への高効率発電設備の
導入に伴うCO2削減(135～214万t-CO2削減（地球温暖化対策計画）)を図る。）

平成25年度予算
○○百万円

廃棄物発電の高度化支援事業

方策・ツール
の検討

市町村の支援

高度化の実施

廃棄物発電のネットワーク化ＦＳ事業のイメージ

環境省
（施策の検討）

委託事業者（民間団体・地方公共団体）
（調査等の実施）

調査等の委託

調査等の報告

（１）民間団体対象 （２）民間団体・地方公共団体対象

実施期間：（１）平成27～29年度 （２）平成28～30年度

需給管理システムの
運用方法の検証

需給管理システムの
運用方法の検証

発電側の安定運用
方策の検討

発電側の安定運用
方策の検討

発電施設間の運転
調整方策の検討
発電施設間の運転
調整方策の検討

事業性評価事業性評価

需要側の需給調整
方策の検討

需要側の需給調整
方策の検討

平成29年度要求額
210百万円（260百万円）

廃棄物処理システムの計画にあたって

廃棄物エネルギー利活用と一体的に検討する枠組みを導入



背景・目的 事業概要

低炭素社会を創出するには、必要な温室効果ガス削減対策に的確に
民間資金が供給されことが不可欠。地域資源の活用拡大は、地域経
済循環を通じた地域活性化にも資する。

地域において低炭素化プロジェクトを実施しようとする事業者は、
資金調達面で苦慮。資金調達を円滑化することにより、優良なプロ
ジェクトの実現を推進することが必要。

国際的にも、低炭素投資促進のための「グリーン投資銀行」による
投資促進が重要な政策テーマとして注目されている。

一定の採算性・収益性が見込まれる低炭素化プロジェクトに民間資金を呼び
込むため、これらのプロジェクトを出資により支援する。
地域金融機関や地方公共団体等との連携をさらに強化して地域型サブファン
ドの組成を進めることにより、本事業の出資を効果的に実施するとともに、地
域人材の「目利き力」の育成・向上を図る。また、地域活性化効果の高い案件
への手厚い支援等を行う。

金融メカニズムを活用して、地域における低炭素化プロジェクトへの投融資
を促進することにより、温室効果ガス排出削減を加速化し、同時に、地元経
済への波及効果や雇用創出等、様々な形で地域活性化に貢献する。
また、平成３２年度までに２０都道府県において地域型サブファンドを組成
する。
これらにより、地域人材の「目利き力」の育成・向上、地域の資金循環の拡
大を図り、低炭素化プロジェクトが自律的・積極的に実施される土壌を醸成
する。

平成25年度予算
○○百万円地域低炭素投資促進ファンド事業

期待される効果

イメージ

事業スキーム

補助事業（基金事業） 非営利法人
（基金設置法人）

（補助率）
定額

補助金

国

平成29年度要求額
8,000百万円（6,000百万円）

【これまでの出資決定案件】

※本事業は平成25年度より実施。

国
基金設置法人（一般社団法人グリーンファイナンス推進機構）

民間
資金

出資

SPC等
対象事業：低炭素化プロジェクト

基金

回収・
配当

回収・
配当

投資

投資

補助金

サブファンド
出資

出資回収・
配当

※平成28年３月末時点。公表ベース。

太陽光：５件（うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ１件）
風力：４件
バイオマス：５件
中小水力：３件（うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ１件）

地熱（温泉熱）：２件
（うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ２件）

複数種：１件 （うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ１件）
※その他未公表案件３件

合計：２３件（うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ５件）



風力発電等に係るゾーニング導入可能性検討モデル事業

背景・目的

○風力発電、特に陸上風力については、立地適地を巡って事業者が集中す
る状況にあり、個々の事業者に対する環境影響評価手続については、累積
的影響についての対応について課題が見られる。
○再生可能エネルギーの導入と環境配慮を両立させるためには、地域の自
然的条件・社会的条件を評価したゾーニングが重要であり、事業の不確実
性を減らすよう、導入促進に向けた促進エリアや環境保全を優先するエリ
ア等の設定といったゾーニングが必要である。

ゾーニングモデル地域
での実践

（地方公共団体）

・環境情報、事業性
情報等の収集等
・関係者等との調整

ゾーニングマップ
の策定等

イメージ

平成29年度要求額
300百万円（新規）

H30H29H28

事業スキーム

実施期間 平成28～30年度

国
・公募・選定
・ゾーニング
手法の検討

地方公共団体
・関係者等との調整
・情報の収集等

ゾーニングモデル
地域での事業を委託

実施結果の報告

事業概要

○ゾーニングモデル地域において、地域の自然的・社会的条件を踏まえた
再生可能エネルギーの導入のために、促進エリア及び環境保全を優先する
エリア等の設定等、環境面に加え、経済・社会面を統合的に評価したゾー
ニングの検討を行う。
○具体的な地域において、それぞれの地域に応じたゾーニング計画の策定
検討を開始する。
○環境アセスメント環境基礎情報整備モデル事業で構築したデータベース
を基盤として、情報の追加や最新の知見に係る情報についての更新等や維
持管理を行う。

期待される効果

○地域の自然的・社会的条件を踏まえた再生可能エネルギーの導入促進を
目指す。
○アセス手続を円滑化させ、環境アセスメントについて迅速化する。

国（各段階で支援、
主体的に関与）

地
公
体
向
け
ゾ
ー
ニ
ン
グ

マ
ニ
ュ
ア
ル
策
定

調査支援
環境配慮検討支援

マップ策定支援
知見提供等

マニュアルの活用

知見の集約

地
公
体
向
け
ゾ
ー
ニ
ン
グ

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
普
及
・
向
上

4地域選定 6地域程度
追加

風力発電等に係る環境アセスメント基礎情
報整備モデル事業のデータベース

更新等の維持管理

※平成28年度は風力発電等に係る戦略的適地抽出手法の構築事業の一部として検討開始



イメージ

背景・目的 事業概要
（1）サプライチェーン排出量算定基盤等整備事業（18百万円）
（2）企業における排出量算定・開示普及推進事業（16百万円）
（3）削減貢献量評価手法確立事業（12百万円）
（4）削減目標及び削減取組調査・検討事業（128百万円）
（5）情報開示基盤整備事業（170百万円）
（6）環境経営体制構築支援事業（70百万円）

○○
○○

○○
△△

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円サプライチェーンにおける排出削減量の見える化推進事業 平成29年度要求額

414百万円（224百万円）

製品製造事業者 廃棄物処理事業者

製品の使用者

原料調達事業者

・原材料の加工、製造
・原材料の加工等に伴う
廃棄物の処理

・原材料の採掘
・原材料の輸送、保管

・製品の製造
・製品の製造に伴う廃
棄物の処理

・通勤・出張

・省エネ製品の購入、使用

・省エネ製品の廃棄処理

製造段階
の省エネ・
省 CO2

省エネ製品の
使用段階の省
エネ・省CO2

・通勤・出張

・通勤・出張 ・通勤・出張

・通勤・出張

廃棄物処理
量の削減

物流の
効率化

物流の
効率化

原材料の
軽量化

販売事業者

・製品の販売
・製品の販売に伴
う廃棄物の処理

・通勤・出張

販売段階の省
エネ・省CO2

輸
送
事
業
者

輸
送
事
業
者

サプライチェーンでの温室効果ガス削減取組

国際的なサプライチェーンでの温室効果ガス排出量の
把握・管理の重要性の高まりや評価方法確立への対応
サプライチェーン連携による温室効果ガスの削減
中小企業・未対応業種への取組拡大を国として支援
サプライチェーンにおける排出量の算定、公表・開示
を行う事業者へのインセンティブの向上

全体的な事業者の取組促進強化に向け、中小・未対応業種への支援を重点化しつつ支援メニューを充実

事業スキーム

実施期間：
委託対象：民間団体等

（1）H22年度～H31年度
（2）H24年度～H31年度
（3）H22年度～H30年度

（4）H29年度～H31年度
（5）H25年度～H31年度

(1)～(5)

間接補助事業(6)
実施期間：H28年度～H30年度

客観的かつ公平な算定ガイドライン・原単位等の整備を進
めるとともに、中長期的な目標をもち削減を進める企業を評
価する手法を確立することにより、川上・川下を巻き込んだ
効率的CO2削減が進む。これらの情報を投資情報に転用する
ことで、CO2削減に取り組む企業へ適切な資金が流れ、自主
的なCO2削減が推進される。経営基盤が脆弱な中小事業の支
援も行うことで、サプライチェーン全体でCO2削減が可能と
なる経済システム構築が期待できる。

国 民間団体等 民間団体等
（補助率）
定額

補助金

（補助率）
1/2

補助金



排出量取引制度は、諸外国（EU、米、中、韓）や我が国の一部自治体（東京都、埼玉県等）
で導入されており、着実な排出削減を実現している。一方で、様々な課題が生じたため、そ
れを解決するための制度改善も進められている。
また、国内排出量取引制度や炭素税など、CO2の排出に対して価格付けをするカーボンプラ
イシングの考え方が広まっている。例えば、昨年12月のCOP21決定では、「国内政策やカー
ボン・プライシングといった手法を含め、排出削減活動にインセンティブを与えることの重
要性を認識。」と記載されており、G7富山環境大臣会合でもカーボンプライシングは「イノ
ベーション及び長期的な排出削減のための低炭素投資の強化に効果的な手段」とされている。
また、昨年のG7エルマウ・サミットで設立することとされたカーボンマーケットプラット
フォームについて、今年６月に我が国で第１回戦略対話が行われたところ。
国内排出量取引制度は、排出の削減を確実かつ費用効率的に実現することのできる有効な手
法である一方、我が国の産業や雇用に与える影響についての懸念もある。このため、地球温
暖化対策計画（平成28年５月13日閣議決定）においては、「我が国産業に対する負担やこれ
に伴う雇用への影響、海外における排出量取引制度の動向とその効果、国内において先行す
る主な地球温暖化対策（産業界の自主的な取組など）の運用評価等を見極め、慎重に検討を
行う。」こととされている。
今後、温対計画に基づき、慎重に検討を進めることとなるが、我が国の2030年度削減目標に
向けた対策・施策の進捗状況に応じて、施策の見直しを行い、導入することとなった場合に
速やかに効果的な制度を実施できるよう、地球温暖化対策計画の見直し時期を目途として、
制度の案を検討する。

背景・目的

事業概要

事業スキーム

カーボンプライシング導入可能性調査等（新規）（2５0百万円）
2030年度目標の達成に向けて、施策の進捗状況に応じて、施策の見直しを行い、導入すること

となった場合に速やかに効果的な制度を実施できるよう、国内排出量取引制度の制度設計を行う。
具体的には、諸外国の事例なども参考に、対象の範囲、割当の方法などの項目について、幅広く
選択肢を検討する。
※費用効果的にCO2排出削減を進める政策手法として国内排出量取引制度以外の施策も検討対象とする。

期待される効果
米中韓EU等の諸外国で導入されている排出量取引制度の動向も踏まえて、
我が国において排出量取引制度を導入する場合の具体的な制度の案が得られる。

カーボンプライシング導入可能性調査事業 平成29年度要求額
250百万円（新規）

事業目的・概要等 イメージ

○国内排出量取引制度のイメージ

制度対象者間の取引

排出量
の限度

排
出
量

排
出
枠

排
出
枠

の
不
足

より安価な義務履行が可能。

余
っ
た

排
出
枠

余
っ
た

排
出
枠

排
出
枠

排
出
量

超過削減を、
将来の投資等
に活用可能

超過削減

Ａ社 Ｂ社

公平で透明なルールの下で排出
削減を担保し、かつ取引等を認
めることで、柔軟性も発揮。

委託対象：民間団体等
実施期間：①国内排出量取引制度等の検討 平成29年度～30年度

②導入に向けた検討 平成31年度～33年度



背景・目的

○パリ協定・COP21決定において、各国は約束草案（削減
目標）の作成・提出・維持、削減目標の５年毎の提出・更
新、削減目標は前進を示すこと等が規定。また、全ての国
が長期の温室効果ガス低排出発展戦略を2020年までに策
定・提出するよう努めるべきとされた。
○G7伊勢志摩サミット首脳宣言において、2020年の期限に
十分に先立って長期の温室効果ガス低排出発展戦略を策
定・提出することにコミットした。
○平成28年5月13日に温暖化対策計画も閣議決定され、

2030年度26%削減という目標達成に向けた対策・施策の着
実な実施が求められている。

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円パリ協定等を受けた中長期的温室効果ガス排出削減対策検討調査費

（１）我が国の約束草案の更新・提出・前進のための経費
パリ協定で規定された削減目標の提出・更新や地球温暖化対策

計画の見直しに備え、再生可能エネルギーの導入拡大や交通・社会
システムの低炭素化を始めとする目標達成のための対策・施策の検
討、見直しを、定量的な分析ツールを用いて実施

（２）長期低排出発展戦略策定経費
社会構造のイノベーションの絵姿である長期低炭素ビジョンを

土台として、政府全体の長期低排出発展戦略の策定につなげるとと
もに、シンポジウムや地方ヒアリング等を実施して国民的な気運の
醸成を図る。

事業概要

事業スキーム

委託対象：民間団体 実施期間：平成29～32年度(2020年度）

（２）長期低排出発展戦略策定経費

○我が国の2030年度26%削減目標の更新・前進
○長期の低排出発展戦略の策定・提出

平成29年度要求額
540百万円(新規)

①削減目標達成のための
対策・施策検討費

長期低炭素ビジョン（仮称）を土台として、政府全体の長
期低排出発展戦略の策定につなげる。

＜低炭素発展戦略策定による効果＞
パリ協定の長期目標及び今世紀後半の温室効果ガスの
人為的な排出と吸収のバランスの達成のために不可欠
長期的に目指すべき社会像を提示することは民間企業
や他国に対する社会の低炭素化に向けた力強いシグナ
ル。
国民・企業の行動喚起や内外の投資の呼び込み

パリ協定 温暖化対策計画・５年毎の約束草案（削減目標）の提出・更新
・削減目標の前進
・長期の温室効果ガス低排出発展戦略の策定

・温暖化対策計画の着実な実行
・温暖化対策の３年毎の見直し

②再生可能エネルギーの最大限の導入

③社会・交通システムの低炭素化

（１）我が国の約束草案の更新・提出・前進のための経費

NDCの提出・更新等に向
けて、削減目標達成のた
めの対策・施策の検討や
見直しを行う。



背景・目的

事業概要

事業スキーム

委託対象：民間団体等
実施期間：開発・打上げ・運用=11年間（平成24年～平成34年）

※平成25年度までは一般会計で実施

GOSATは平成21年の打ち上げ以降順調に観測を続けているが、すでに5
年の設計寿命を過ぎており、今後も継続した観測により気候変動の科学
に貢献し、温室効果ガス排出の監視・検証につなげるため、「宇宙基本
計画」に基づきGOSAT後継機（GOSAT-2）の打ち上げを目指す。
温室効果ガス排出量インベントリの整備が不十分な途上国において、
GOSATの観測データをインベントリ監視・検証ツールとして活用する。
大都市・大規模排出源単位の排出量把握により、二酸化炭素排出量の算
定・報告・検証（MRV）の高度化を行いJCMを推進する。

１．GOSAT-2の開発
（１）観測技術を高度化したセンサ開発
（２）観測センサを搭載する人工衛星バス開発
（３）運用系システムの構築
２．排出量監視に向けた技術高度化
（１）GOSAT-2を補完する地上観測等事業
（２）GOSAT-2のデータ処理技術高度化
（３）衛星による温室効果ガス排出インベントリ検証のガイダンス作成
（４）低炭素社会実現に向けたアジアでの効果検証事業

期待される効果

GOSAT-2打ち上げにより、世界の温室効果ガス排出吸収量・排出量の
継続的な監視を行うことで世界各国の排出量削減実施の透明性を高め
ることができる。
大都市または大規模排出源単位での二酸化炭素等の排出量把握を行い、
アジア諸国等におけるJCM実施の効果検証に資する。
世界各国が提出する温室効果ガス排出インベントリの監視・検証ツー
ルとして活用することで、インベントリの整備が不十分な途上国にお
いて正確な排出量把握に寄与する。

平成25年度予算
○○百万円排出量監視に向けた技術高度化事業

温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）による
排出量監視に向けた技術高度化事業

平成29年度要求額
4,382百万円（4,421百万円）

事業目的・概要等 イメージ

GOSAT-2
打上げ・運用

GOSAT 雲・エアロゾルセンサ
＋エアロゾル観測機能の強化

GOSAT フーリエ変換分光計
＋一酸化炭素バンドの追加等

データ受信記録設備
運用系システム

GOSAT-2の開発

補完する地上・航空機観測

データ処理技術高度化

航空機観測地上観測

GOSAT/GOSAT-2
プロダクトの高度化

高解像度処理・アルゴリズム開発

国際的な貢献・
施策立案への活用

世界各国の排出量インベントリの
検証
MRV技術高度化によるJCM推進
米国の観測衛星等との協力を通し
た継続的な地球観測の推進



背景・目的

事業スキーム

優れた低炭素技術等を活かして、途上国が最先端の低炭素社会へ移
行できるように支援し、アジア太平洋地域発の21世紀に相応しい
新たなパラダイムとなる、物質文明からの脱却を目指す「環境・生
命文明社会」を発信する。
世界的な排出削減に貢献し、JCMクレジットの獲得を行う。

事業概要

JCM導入が見込まれる途上国において、優れた低炭素技術等を活用したエネル
ギー起源CO2の排出を削減するための設備・機器の導入（JICA等が支援するプ
ロジェクトと連携する事業を含む）に対して補助を行う。導入後、JCM登録及
び測定・報告・検証（MRV）を実施し、発行クレジットの1/2以上を日本国政
府の口座へ納入する。

期待される効果

5,000万から１億t-CO2の排出削減等の見込みに沿って途上国の温室効果ガス
排出量を大幅に削減するとともに（年間約30～60万t-CO2）、その削減への
我が国の貢献分をJCMを通じてクレジット化し、我が国の削減目標の達成に活
用する。
優れた低炭素技術等の海外での水平展開を促進し、海外における環境技術の市
場を拡大する。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円
二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業

（うちプロジェクト補助）

事業目的・概要等

イメージ

平成29年度要求額
10,500百万円（8,700百万円）
うち8,500百万円（7,500百万円）

＜事業実施期間＞
平成25年度～平成42年度

国 民間企業等非営利法人

（補助率）
1/2以内（補助率）定額

補助金補助金

GHG削減

非

営

利

法

人

補助金

補助金

国際コンソーシアム
（日本法人と外国法人により構成）

設備・機器の導入

JCMプロジェクト
補助金

環

境

省

JICA等
連携 海外投融資等の資金協力／事業開発等金融等

JICA等支援プロジェクト

JCMプロジェクト

連携



優れた低炭素技術を活かして、途上国が最先端の低炭素社会へ移行
できるように支援し、アジア太平洋地域発の21世紀に相応しい新た
なパラダイムとなる、物質文明からの脱却を目指す「環境・生命文
明社会」を発信する。

世界全体での抜本的な排出削減に貢献し、JCMクレジットの獲得を行
う。

導入コスト高からADBのプロジェクトで採用が進んでいない優れた低炭素
技術の採用を促進するため、ADBの信託基金により追加コストを支援する。
これにより、最先端の低炭素社会への移行につなげるとともに、削減分に

ついてJCMクレジット化を図る。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円
二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業

（うちADB拠出）
事業目的・概要等

イメージ

背景・目的 事業概要

拠出先：アジア開発銀行信託基金
事業実施期間：平成26年度～

事業スキーム

アジア各国で実施されるADBプロジェクトで、これまで導入コスト高から
導入が進んでこなかった優れた低炭素技術の採用が促進され、JCMを通じ
て2030年度までに他のJCM資金支援事業と合わせて累積で5,000万～1億t-
CO2の排出削減・吸収が見込まれることにより、世界全体での抜本的な排
出削減に貢献する。

途上国において優れた低炭素技術の導入実績が積み上がり、優れた低炭素
技術が非効率で安価な技術よりも低コストであることへの理解が広まるこ
とで、アジア地域における自発的な市場展開につなげる。

期待される効果

JCMプロジェクトに対する無償資
金の供与に加え、民間プロジェク
トへの譲許的融資やツーステッ
プ・ローン等にも活用（パイプラインプロジェクトから選定）

信託基金

優れた低炭素技術
採用に伴う追加コスト

通常技術による
緩和部分

ADB資金

GHG削減

平成29年度要求額
10,500百万円（8,700百万円）
うち2,000百万円（1,200百万円）



背景・目的 事業概要

事業スキーム
期待され
る効果

平成25年度予算
○○百万円

二国間クレジット制度（JCM）基盤整備事業
（うち制度構築・案件形成支援）

JCMの本格的な運用のための制度構築、JCMに関する国際的な理解の醸
成、途上国における排出削減プロジェクトの組成支援、及びアジア等の
途上国における都市間連携事業を行う。

・途上国の温室効果ガス排出量を大幅に削減するとともに、5,000万から１億t-CO2の排出削減等の見込みに
沿ったJCMの構築・実施を通じて、その削減量を我が国の削減目標の達成に活用する。

・優れた低炭素技術等の海外展開を促進する。
・自治体の有する経験・ノウハウを活用し、海外の都市において持続可能な社会の形成を推進する。

我が国は、途上国における優れた温室効果ガス削減技術等の普及や対策実
施による温室効果ガスの排出削減への貢献を定量的に評価し、我が国の削
減目標の達成に活用するため、JCMを構築・実施している。

ルール・ガイドラインの整備、
合同委員会の運営等
排出削減量の記録・管理のた
めの登録簿の運用
パリ協定に基づくルール構築
への貢献

制度設計・運用

主要都市等におけるマスタープランの作成
企業、自治体、研究等に関連する情報プラットフォームを
通じた環境問題や関連政策等の情報の共有。
民間金融機関を通じた新支援スキームの構築調査
都市間フォーラムを通じたアジアの都市が持つ課題の整理

都市間連携

候補案件の発掘、課題の抽出
及び対応策の検討
MRV（測定・報告・検証）の
進捗管理

案件発掘・MRV促進

二国間クレジット制度

日本

日本の削減
目標達成に

活用

優れた低炭素技術等の普
及や緩和活動の実施

両国代表者からなる
合同委員会で管理・

運営

パートナー国

JCM
プロジェクト

MRV

温室効果ガスの排
出削減・吸収量クレジット

制度の最新情報の提供、事
業者からの相談対応

情報発信

都市間連携事業

国内都市

低炭素社会
形成のノウ
ハウ・経験

の蓄積

相手国都市

アジア等の低炭
素社会を目指す

都市

マスタープラン
制度構築
技術選定・評価プロ
セス策定
プロジェクト管理

低炭素かつ強靱で持続可能な社会を実現
継続的なJCM事業の案件形成

他地域への横展開

平成29年度要求額
1,920百万円（1,220百万円）
うち1,800百万円（1,100百万）

委託対象：民間企業等
実施期間：平成16年度～

（平成33年度に事業内容を見直し）



背景・目的

事業概要

事業スキーム

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円

二国間クレジット制度（JCM）基盤整備事業
(うち気候技術センター・ネットワーク（CTCN）等の技術開発ネットワークとの連携)

・

CTCN

2010年末のカンクン合意において、気候変動対策技術の開発・移転を促進
するためにCTCNが設立、先進国の資金支援が求められている。
設立後、体制が整いつつあるが、具体的な低炭素技術の開発・普及を支援
することが難しい状況である。一方、パリ協定においても、技術移転・開
発の重要性が言及されたところ。
本事業により、パリ協定の早期発効、実施に向けた交渉において我が国の
貢献を示すとともに、我が国の低炭素技術の途上国への移転・普及を目指
す 。

1. 気候変動対策技術の開発・移転を促進するCTCNを資金的に支援。
2. CTCNのあり方について検討・発信を行うとともに、途上国のNDEの能力
開発等を通じて、我が国の低炭素技術の普及に向けて必要な体制の構築を行
うため、地域ワークショップを開催。

再生可能エネルギー

（発電）バイオガス、地熱、小水力、浮
体式洋上風力（将来的に）

（燃料）バイオ燃料

コジェネ、熱利用（ヒートポンプな
ど）

自立・分散型低炭素エネルギーシステ
ム（再エネを最大限活用）

省エネ

(BEMS等に加え)建築物の低炭素化

廃棄物発電、メタン利用、燃料化な
ど）

アジア太平洋地域

二国間クレジット（JCM）プ
ロジェクト形成・実施に寄与

国際機関の支援による各種プ
ロジェクトへの日本技術の活
用

アジアにおける技術ニーズの水準を
向上させ、日本技術を普及させる市

場の拡大に貢献

【CTCNのミッション】

途上国の技術ニーズの特定

技術に係る情報提供・能力強化

既存技術の活用に関する支援

産官学研との協力による環境技術の開
発移転の促進

我が国の優れた
環境技術・ノウハウ

ಥ

বN

D
E

भ
ચ
ৡ

৫

␟W

S

৫
ಈ
␠

ネットワーク機
関

国内関係機関

ネットワーク
機関として登
録、積極活用

CTC ホスト（13機関）

イメージ

パリ協定の早期発効、実施に向けた交渉において我が国
の貢献。

CTCNの活動を通じて、アジアにおける技術ニーズの水
準を向上させ、日本の優れた環境技術を普及させる市場
を拡大するため、途上国からの技術支援件数を着実に増
加。

あり方
検討・
発信

資金
拠出

1. 気候技術センター・ネットワーク(CTCN)拠出金
2. CTCN活動支援事業

平成29年度要求額
1,920百万円（1,220百万円）
うち120百万円（120百万円）

(1) 拠出先：気候技術センター・ネットワーク(CTCN)
(2) 委託先：民間団体等
(3) 実施期間：平成26年度～

（平成32年度に事業内容を見直し）



背景・目的 事業概要

事業スキーム

補助対象：民間団体に補助（補助割合：1/2～2/3）
実施期間：平成26年～30年 最大３年間

（※29年度新規採択事業は最大２年間）

優れた低炭素技術は、途上国でのニーズが高く、国際的な地球温暖化対
策の強化等に不可欠。一方、こうした低炭素技術をそのまま途上国に移
転した場合、当該国の環境規制・制度、文化慣習、資源・エネルギー制
約等の理由から市場に浸透しない可能性がある。
これらの低炭素技術を途上国の特性等に応じ抜本的に再構築し、世界を
リードする低炭素技術の普及を通じた、JCMの拡大、途上国の低炭素社
会構築の実現及び技術の国際展開を図り、CO2削減を同時に達成する。
こうした過程で生み出されたイノベーションにより、国内の技術開発や
他地域への波及等につなげていく。

優れた低炭素技術を有する事業者と途上国の技術ニー
ズやリノベーション要素をマッチングさせ、途上国ご
との特性を基に、低炭素技術の抜本的なリノベーショ
ンを行う民間事業者に対し当該費用の一部を補助する。

期待される効果

途上国に優れた低炭素技術を普及し、CO2排出削減に
よる低炭素社会の構築を実現するとともに、二国間ク
レジットの活用拡大や低炭素技術の国際競争力の強化
につなげる。
本事業の技術が普及することにより、平成42年度に50
万t程度のCO2削減を目指す。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業

事業目的・概要等

イメージ

平成29年度要求額
2,000百万円（1,400百万円）

社会インフラ 省エネルギー機器 再生可能・分散型エネルギー

低炭素な公共交通システム
水道施設の最適運用管理システム
廃棄物関連技術
地域冷房プラントシステム

高効率インバータ・モーター技術
空調や冷凍機などの低炭素技術
省エネ空気圧縮システム

途上国向けイノベーション

民間企業

国内還流・リバースイノベーション

低炭素技術開発・実証

途上国内での市場展開・波及

優れた低炭素技術を
ベースに抜本的改良

支援
環境省

他の途上国

途上国

対象技術の例

再エネ発電・熱・コジェネ等技術
自立・分散型低炭素エネルギーシステム
ヒートポンプシステム



イメージ

背景・目的 事業概要

事業スキーム

国連持続可能な消費と生産10年計画枠組み基金への拠出等による国際的な民生部門対策 平成29年度要求額
600百万円(363百万円)

Ｇ７富山環境大臣会合において、Ｇ７環境担当省間で協調した行動
を実施することに合意。

「持続可能な消費と生産」（SDGs ゴール12）分野を対象として、
国際プログラムへの拠出金等の活用により、Ｇ７協調行動立ち上げ
に関する議長国としてのリーダーシップを発揮。

CO2排出に関して、アジア等の新興国における民生部門対策が大き
な課題。

国連｢持続可能な消費と生産(SCP)10年計画枠組み※｣で、日本主導の
｢持続可能なライフスタイルと教育｣プログラムを実施。

※国連SCP10年計画枠組みとは：世界の消費・生産パターンを持続可能なものに変えてい
くため、2012年のリオ+20で採択。2013年、国連環境計画に基金を設立。

(1) 国連環境計画基金への拠出を通じ、Ｇ７協調行動に関する途上国との
連携事業、民生部門対策の実施に有効な各国・マルチステークホルダーズ
の創意工夫を活かした事業を実施。(552百万円)

(2) Ｇ７協調行動として国連環境計画基金で実施する事業の形成の支援等
のため、途上国における情報収集・分析、関係諸機関との調整、会合の開
催等を行う。 (48百万円)

(1)拠出先：国連環境計画基金
実施期間：平成26年度～平成35年度

(2)委託対象：民間団体等
実施期間：平成29年度～平成31年度

我が国が持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実施・フォローアップを牽
引し、我が国の経験・技術が国際的に活かされる基盤を確立するととも
に、環境技術の効果的な国際展開を実現。

Ｇ７各国と協調・連携して実施し、国際的な場で発信することにより、
我が国の活動の視認性を向上。

国連持続可能な消費と生産
10年計画枠組み

国連基金を通じた世界に
おけるＣＯ２排出削減Ｇ７協調行動の実施に合意

持続可能な開発目標
（SDGs）のうち、持続可
能な消費と生産分野の実施
を想定

我が国の環境技術の効果
的な国際展開

期待される効果

Ｇ７富山環境大臣会合

ＳＤＧｓの実施・フォ
ローアップを牽引

世界規模での持続可能な消費
と生産社会構築への貢献

「持続可能なライフスタイルと教育」プロ
グラムの共同リード国として事業展開を主
導

基金への拠出により、排出量が大幅に伸び
る新興国等における民生温暖化対策に関す
る事業を実施

Ｇ７協調行動として基金で実施する事業の
形成を支援



●アジア諸国等で廃棄物政策が進められる機会を捉えて、廃
棄物政策の整備支援等と連携した事業展開支援。

●海外展開やCO2削減に率先して取り組む意欲的な事業を支
援し、国際展開事業モデルを確立。

●アジア諸国等における循環型低炭素社会形成に貢献。

・アジア諸国においては、廃棄物起因の環境汚染や処分場
逼迫、COP21「パリ合意」等に対し、廃棄物・気候変動
政策の推進が喫緊の課題。
・CO2削減のみならず、廃棄物管理の推進、メタン等削減
によるGHG削減にも貢献。
・「日本再興戦略」等の位置づけ。H26～28年度実証事業
成果も活用。

背景・目的事業概要

事業スキーム

補助対象：民間事業者
（補助率：1/2、中小企業2/3）
実施期間：H29～H31年度

モデル的にCO2を削減する循環産業国際展開事業のFS調査について、以下※
を考慮して実施。（主に、ごみ発電、メタン発酵、燃料化が対象）

※廃棄物分野の二国間協力や自治体間連携、温対法排出抑制等指針、CO2
削減効果等

期待される効果

● 2030年度（平成42年度）までに6件の事業化等により、7.8万tCO2/年
（2030年度時点）削減。

● 国際展開経験が少ない我が国循環産業の国際展開を後押しし、途上国の
廃棄物問題を解決・我が国経済に貢献。

我が国循環産業の戦略的国際展開による海外でのCO2削減支援事業
平成29年度要求額
200百万円（新規）

案件発掘 案件形成 事業化 モデルの水平展開

循環産業の国際展開に係る
海外でのCO2削減に向けた実証支援事業（H26～28）

JCM等

民間事業者環境省
補助金

成果報告 (参考) ミャンマー国における廃棄物発電事業の例

途上国における循環型社会と
低炭素社会の統合的推進

埋立地における環境汚染防止、
メタン削減も実現

イメージ

事業実施
（H29~)我が国循環産業の戦略的国際展開による

海外でのCO2削減支援事業 (FS等)

資金調達
ＪＩＣＡ
ＪＢＩＣ他 事業化

国際事業展開モデル確立
・2030年度まで
に6事業化等

・モデルを利用
した事業拡大

現地関係者を対象とした研修事業を国内で
実施

二国間の国際協力（環境政策対話や制度
整備支援等）との連携

アジア３Ｒ推進フォーラム等の多国
間協力との連携

廃棄物・リサイクル政策との連携によるパッケージでの支援（他予算も活用）



イメージ

背景・目的 事業概要

事業スキーム

平成25年度予算
○○百万円G7が牽引するCO2削減に貢献する持続可能な開発目標の実施

平成29年度要求額
200百万円(新規)

平成27年９月の国連サミットで、「持続可能な開発目標
（SDGs）」を中核とする「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が採択（採択にあたって安倍総理も演
説）。SDGsの概要は（参考）参照。

平成28年５月に開催したＧ７富山環境大臣会合において、
Ｇ７で協調した行動を開始することに合意。

Ｇ７各国が協調して早期に取り組む意思がある分野にお
いて、我が国が既存の知見を活用しながらリーダーシッ
プを発揮し、世界規模での温室効果ガスの削減に貢献す
ることは重要。

CO2削減を実現するSDGsゴール７（エネルギー）に資するＧ７
協調行動を我が国が主導する。その際、相乗効果が期待できる
ゴール12（持続可能な消費と生産）にも貢献することを念頭に置
く。Ｇ７各国が有する知見の共有に係る会合の開催や関係事業の
調査、事業効果の分析に加えて、途上国での知見・技術の展開等
に繋げる。(200百万円)

委託対象：民間団体等
実施期間：平成29年度～31年度

SDGsゴール７（エネルギー）やゴール12（持続可能な消費と生
産）等、複数ゴールの達成に貢献することが期待される。

我が国がSDGsの実施・フォローアップを牽引し、我が国の知
見・技術が国際的に活かされる基盤を確立するとともに、低炭素
技術の効果的な国際展開を実現。

Ｇ７各国と協調・連携して行い、国際的な場で発信することによ
り、我が国の活動の視認性を向上させることが可能。

ワークショップの開催等

我が国の知見・技術の国際
的普及

Ｇ７として、昨年９月の国連サミットにお
ける「持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ」の採択を歓迎し、「持続可能な開発目
標」（SDGs）を中核とする2030アジェンダ
の実施を、全てのレベルで促進していく強い
決意を表明。また、Ｇ７メンバーにおいて、
SDGsの実施に向けた取組が行われているこ
とを歓迎。
Ｇ７メンバーが協調してSDGsの環境的側面
の実施に向けた行動を取ることの重要性が改
めて共有され、環境問題の解決に向け、本会
合後も継続して、実務者レベルでＧ７として
の協調行動を立案していくことで一致。

期待される効果

G7富山環境大臣会合 G7協調行動を主導し、
SDGs実施を牽引

温室効果ガスの排出削減

国際的な場で発信すること
で、我が国の活動の視認性
を向上

① 国際的なイニシアティブ
による取組の観点等を共有
し、G7協調行動として取り
組むべき内容を整理

② 個別の国や企業による取
組について事例共有

③ 政策手法やこれらの組み
合わせの工夫について事例
共有

＊共有事例は、G7やG20等へ
インプットも



背景・目的・事業概要

事業スキーム

◯「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」（平成25年11月から平成26年12月まで計14回開
催）において被ばく線量把握・評価、健康管理、医療に関する施策のあり方について議論され、中間取りまとめとして公表（平成26年12月）した。

◯この中間取りまとめを踏まえ、「環境省の当面の施策の方向性」として、①事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、②福島県及び福島
近隣県における疾病罹患動向の把握、③福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、④リスクコミュニケーション事業の継続・充実 を掲げて
いる。

◯この「環境省の当面の施策の方向性」に基づき、被ばく線量の評価、放射線の健康影響調査研究等の国として実施すべき事業を行い、福島県の
実施する県民健康調査を支援する。

期待される効果

事業目的・概要等

事業の委託

環境省
（施策の検討）

原子力被災者について適切な健康管理を講ずるとともに、健康不安の解消を図
る。

住
民
の
健
康
確
保
・
不
安
解
消

事故初期の被ばく線量評価

【調査研究】

① 放射線被ばくの線量評

価に関する研究

② 放射線による健康影響

の解明等に関する研究

③ 放射線による健康不安

対策の推進に関する研究

④ 福島県内外での疾病罹

患動向の把握に関する調

査研究

結果の報告
受託事業者
（事業の実施）

①正確な情報発信 ②人材の育成

③住民の理解増進 ④リスクコミュニケー
ション拠点の設置等

冊子の改訂・公開

ポータルサイトの
運用

イメージ

放射線の健康影響、被ばく線量評価等に関する調査研究事業 平成29年度要求額
1,329百万円（1,214百万円）



背景・目的・事業概要

事業スキーム

◯現在の避難指示解除準備区域等の住民は、今後の解除により帰還が可能となる。帰還後の健康影響に係る情報の一つとして帰還した住民等に
個人線量計を配布し外部被ばく線量を把握していただくとともに、ホールボディカウンターで内部被ばく線量の測定を行い、帰還地での被ばく線量
を把握する。

◯また、平成２６年度から平成２８年度までの３年間に行った避難住民の被ばく線量を活用することにより、被ばく線量の分類・整理を行う。

期待される効果

原子力被災者の健康確保に万全を期すとともに、健康不安の解消を図る。

平成25年度予算
○○百万円

平成27年度要求額
億円

事業目的・概要等

イメージ

民間機関
国

個人線量計

民間機関民間団体等

・個人線量計の配布
・ホールボディカウンター測定

ホールボディカウンター

住民

事業の委託

環境省
（施策の検討）

受託事業者
（事業の実施）結果の報告

事業の委託

結果の報告

住民の個人被ばく線量把握事業 平成29年度要求額
398百万円（419百万円）



背景・目的 事業概要

事業スキーム
補助率 １０／１０

今般の原発事故による放射線の健康への不安は未だに続い
ており、復興や帰還の妨げの一因になっている。こうした放射線
による健康不安への対策として、ホールボディ・カウンタによる
被ばく線量測定環境を整備・維持するとともに、健康影響に関す
る事実関係を住民にわかりやすく、丁寧に説明する活動等の実
施について、福島県を支援する。

• ホールボディ・カウンタの性能を維持するための校正費用を交付する。
• 福島県内の育児者の母乳育児への不安の解消を図るための事業に
対する費用を交付する。

• 県民健康調査に付随する調査及び研究事業を支援して、住民の健康
確保に係る不安の解消を図るための事業に対する費用を交付する

• 医療関係者への住民相談に適切に対応できるよう実施する研修活動
等に対する費用を交付する。

• 甲状腺検査を受ける住民へのこころの支援を行う検査機関の相談体
制強化、甲状腺検査研修の実施に対する費用を交付する。

期待される効果 放射線に対する健康不安の解消を図る。

事業目的・概要等

イメージ

国 福島県
交付金

ホールボディ・カウンタの校正
・性能を維持するための校正
費用を交付する。

医師、
保健
師
助産
師

臨床心理
技術者Face to Face

で情報提供

Face to Face
で情報提供

母乳育児支援 ホールボディ・カウンタ

福島第一原発事故による放射線の住民への健康影響

（福島県内の実測データ）
・事故直後4か月の外部被ばくは、 99.8%が

5mSv以下
・内部被ばくは、99.9%が検出限界以下
（WBC）

（国際機関による評価）
・リスクは無視できる水準（WHO,2013）
・住民の被ばく量は少なく、今後も健康への
影響が生じる可能性はない
（UNSCEAR,2013声明）

これらの事実関係を住民にわかりやすく、丁寧に説明していくことが重要

甲状腺検査支援

放射線被ばくによる健康不安対策事業 平成29年度要求額
467百万円（519百万円）



旧警戒区域内等における鳥獣捕獲等緊急対策事業

背景・目的

事業概要事業スキーム

環境省（施策の検討）

期待される効果

イメージ事業目的・概要等

旧警戒区域内で狩猟や有害鳥獣捕獲を行うことが出来ない

↓
イノシシ等の野生鳥獣が増加

↓
生活環境、農林地等への
被害が発生

↓
住民の帰還に向けた環境整備の
ため、イノシシ等の捕獲

↓
一時埋設・新規捕獲イノシシ等の処理

平成29年度要求額
192百万円（192百万円）

・区域内の鳥獣被害の軽減防止

・避難されている住民の方々の円滑な帰還を促進

・捕獲等の実施

・一時埋設イノシシ等の

処理

・生息動向調査

捕獲対策

H29年度は、旧警戒区域（帰還困難区域）等の内、
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村で実施。

請負事業者
（捕獲等の実施）

請
負
発
注

結
果
報
告 一時埋設イノシシ等の処理

焼却処理



放射性物質汚染廃棄物処理事業

背景・目的 事業概要

事業スキーム

【背景】
①平成23年3月11日に東日本大震災が発生。
②東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が
環境中に放出。

③放射性物質が風にのって広い地域に移動・拡散し、雨等によ
り地表や建物、樹木等に降下。

④これが、生活ごみの焼却灰、浄水発生土、下水汚泥、稲わら
やたい肥等に付着し、放射性物質により汚染された廃棄物が
発生。

【目的】
放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が放射性物質汚染廃

棄物の処理を着実に進める。

○対策地域内廃棄物の処理

汚染廃棄物対策地域（旧警戒区域及び旧
計画的避難区域等）の災害廃棄物等（対
策地域内廃棄物）は、国が直轄で処理を
行う。
仮置場への搬入及び仮設焼却施設におけ
る処理等を行う。

【対策地域内廃棄物・指定廃棄物の処理】

【農林業系廃棄物（８千Bq/kg以下）の処理】

○指定廃棄物の処理
放射性物質による汚染状態が基準（８千Bq/kg）を
超え、環境大臣の指定を受けたもの(指定廃棄物)に
ついては、国が直轄で処理を行う。
焼却・乾燥等の処理によって、指定廃棄物の減容
化や性状の安定化を図る事業を進めている。
一時的に分散保管されている指定廃棄物を集約し
て処理するため、長期管理施設等を整備するとと
もに必要な環境整備を行う。

○農林業系廃棄物（８千Bq/kg以下）の処理
市町村等による８千Bq/kg以下の農林業系廃棄物処
理を支援。
補助対象者：市町村等 補助率：１／２

期待される効果

放射性物質による環境の汚染による人の健康又は生活環境
への影響を速やかに低減する。

葛尾村の仮設焼却施設
(平成27年４月)

浪江町の仮設焼却施設
(平成27年４月)

飯舘村蕨平地区
仮設焼却施設
(平成28年１月)

国が直轄で処理を実施。

国が市町村等に補助を実施。

汚染廃棄物対策地域の状況
（平成28年7月12日時点）

【仮置場の確保状況】
█：供用開始済
█：原状復旧済

仮設焼却施設
（建設工事中等を含む）

汚染廃棄物対策地域

帰還困難区域

避難指示解除準備区域

居住制限区域

平成29年度要求額 177,457百万円（209,021百万円）
うち福島県分 135,501百万円（167,373百万円）
うち福島県以外分 41,956百万円（ 41,648百万円）



背景・目的

事業概要

主な事業スキーム

平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発
電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染が人の健康又

は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、放射性物質汚染対処

特措法に基づき、除染実施計画の策定及び除染を行い、除染によって生

じた除去土壌等を仮置場等で一時的に保管してきた。平成29年度以降
は、面的除染終了後の事後処理を実施する。

（1）除染特別地域における除去土壌等の適正管理・搬出等
（151,786百万円）

除去土壌等の適正管理・搬出等、除染廃棄物の減容化、面的除染後の
フォローアップ除染、放射線量の監視、環境回復に向けた調査 等

（2）地方公共団体による除去土壌等の適正管理・搬出等に対する財政措置
（158,011百万円）

（3）（1）（2）のうち森林放射線量低減対策のモデル事業（1,336百万円）

期待される効果

放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及
ぼす影響の速やかな低減。福島県を始めとする被災地への帰
還促進及び被災地での復興の本格化。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円除去土壌等の適正管理・搬出等の実施 平成29年度要求額
309,796百万円 (522,393百万円)

【除染特別地域】 国（環境省）が適正管理等を実施

環境省 福島県 市町村

【除染実施区域】

環境省 市町村
補
助

補
助

交
付

○福島県内 ○福島県外

適正管理
等を実施
適正管理
等を実施

適正管理
等を実施
適正管理
等を実施

跡地返還仮置場

搬出

中間貯蔵施設へ（主に不燃物）

減容化施設へ（可燃物）

原状回復工事

仮置場での保管～搬出～原状回復～跡地返還までの流れイメージ



背景・目的 事業概要

事業スキーム

・福島県内では、除染に伴い放射性物質を含む土壌や廃棄物が大
量に発生。現時点で、これらの最終処分の方法を明らかにする
ことは困難。

・除染後の土壌等は、各地で仮置きされている状態であり、一刻
も早くこれを解消する必要。

・福島県内で発生した放射性物質を含む土壌や廃棄物を、最終処
分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する中間貯蔵施設
等について、引き続き地元の御理解を得ながら、整備等を着実
に実施するため政府として全力を尽くす。

（１）中間貯蔵施設の建設に必要となる基礎調査、用地の取得

（２）中間貯蔵施設の建設、管理運営、輸送等

（３）最終処分に向けた除去土壌等の減容・再生利用等に関する技術開発
等(詳細別紙)

（４）関係住民等の不安の払拭と理解の醸成を目的とした丁寧な情報提
供

期待される効果

引き続き地元の御理解を得ながら、中間貯蔵施設の整備等を着実に実施
することで、除染を迅速に進め、事故由来放射性物質による環境の汚染
が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減し、復興に資する。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円中間貯蔵施設の整備等

事業目的・概要等

平成29年度要求額
272,419百万円（134,616百万円）

国による整備
※整備工事、管理運営等については、民間事業者や、
中間貯蔵・環境安全事業(株)等に請負等にて実施

仮置場からの搬出作業 保管場への搬入・定置作業



背景・目的

事業概要

事業スキーム

中間貯蔵開始後30年以内に、除去土壌等の福島県外での最終処分を
完了するために必要な措置を講ずることとしていることを踏まえ、除
去土壌等の減容・再生利用等に関する事業を実施する。

(1)技術開発戦略策定調査(1億円)
専門家による委員会を設置し、①減容技術の現状及び課題とその対
応案、②再生利用に関する課題の検討、③減容・再生利用等技術開
発戦略の検討等を行う。

(2)直轄研究開発・実証 (10億円)
除去土壌等の減容・再生利用の早期実現に向け、ベンチスケールの
分級プラント等により、①機器の性能評価、②処理後の土壌性状や
濃縮残渣の各種試験、③土木資材等へのモデル的活用等を行う。

(3)再生利用の促進に関する調査研究(1億円)
除去土壌等の再生利用に向け、関係省庁の研究機関や学会等とも連
携し、①再生利用先の用途、②再生資材の品質、③放射線安全に関
する評価項目の考え方等の検討を行う。

(4)減容・除染等技術実証事業(2.6億円)
将来活用可能性のある技術の小規模実証・評価等を行う。

期待される効果

除去土壌等の県外最終処分に向けた検討への反映

平成25年度予算
○○百万円

中間貯蔵施設の整備等
(うち中間貯蔵後除去土壌等の減容・再生利用等技術開発等）

平成29年度要求額 272,419百万円（134,616百万円）
うち1,467百万円 （1,428百万円）

事業目的・概要等 イメージ

＜5年間（27～31年度）の技術開発計画＞

環境省 民間事業者等

申請等

公募等を経て、請負契約等

再生利用の例
（左：道路の路盤材、右：防潮堤の芯部）

土壌分級プラントの例
(※)分級とは、セシウムが細粒分に
付着しやすい特性を踏まえ、除
去土壌をふるい等にかけ、粒度
別（シルト、年度、砂、レキ）
に分離する技術

項 目 31年度 32年度以降

技術開発戦略策定

再生利用の促進
に関する調査研究

研究開発・実証
（公募型・直轄）

27年度 28年度 29年度 30年度
全体戦略の精緻化・進捗状況のレビュー・戦略の見直し

減容・除染等技術実証事業（将来活用可能性のある技術の小規模実証・評価を実施）

全体戦略の検討

再生利用促進方策の検討・とりまとめ
要求品質・安全評価のための実証試験

公募型

直轄型
分級技術の実証による各種評価と低濃度生成物のモデル的資材活用
（分級技術の更なる高度化、土壌の化学処理や熱処理、焼却灰を対象とした減容処理（洗浄、熱処理）等の実証も段階的に実施予定）

再生利用のための要求品質・安全評価手法の検討
再生利用の考え方（指針等）の策定



背景・目的

事業概要

事業スキーム

三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン（平成
24年5月7日環境省）をもとに、平成25年に指定した三陸復興国立公園
及び東北太平洋岸自然歩道（みちのく潮風トレイル）の利用拠点等に
おける施設の整備を実施する。

平成27年度までの集中復興期間において、被災した公園利用施設の
復旧、観光地の再生と復興のための公園施設の整備を集中的に実施し、
平成28年度からの復興・創生期間において、主に東北太平洋岸自然歩
道（みちのく潮風トレイル）の利用拠点及び全線統一標識を整備する。
事業実施箇所
・従前からの国立公園指定地域の集団施設地区、歩道、園地等

主な事業地 普代、宮古姉ヶ崎、浄土ヶ浜、碁石海岸、気仙沼大島

・国立公園編入地域（青森県）の集団施設地区、歩道、園地等
主な事業地 種差海岸

・国立公園編入地域（宮城県）の集団施設地区、歩道、園地等
主な事業地 戸倉、月浜、鮎川浜

・東北太平洋岸自然歩道（みちのく潮風トレイル）の利用拠点、全線
統一標識

期待される効果

東日本大震災により被災した公園利用施設の復旧・再整備や、観光
拠点の利用再開を図ることで、地元雇用の創出や、自然の恵みを最大
限に活用した地域の復興に寄与する。

平成25年度予算
○○百万円三陸復興国立公園等復興事業 平成29年度要求額

580百万円（880万円）

事業目的・概要等 イメージ

（気仙沼県立自然公園）

（硯上山万石浦県立自然公園）

三陸復興国立公園

（旧南三陸金華山国定公園）

宮古姉ヶ崎
浄土ヶ浜

普代

種差海岸

戸倉
月浜
鮎川浜

松川浦

気仙沼大島

碁石海岸

三陸復興国立公園

国立公園編入予定区域（宮城県）

東北太平洋岸自然歩道
（みちのく潮風トレイル）

事業実施箇所（継続）

公園編入地域（青森県）の
集団施設地区整備
（種差海岸
インフォメーションセンター）

トレイルセンター
（整備イメージ）

全線統一標識

東北地方
環境事務所

民間企業等
復
興
庁 東北４県

環
境
省

【配分】

【施行委任】

【一般競争
入札等】

【一般競争
入札等】

（名取市）


